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開会 午前 ９時５７分

〇委員長 飯澤明彦君 ただいまから総合計画審査特別委員会を開きます。

これより議事に入ります。

本委員会に付託されました議案第６号 砂川市第７期総合計画基本構想についてを議題

とします。

お諮りします。審査の方法については、砂川市第７期総合計画基本構想審査方法の順で

進みたいと思います。このことにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議なしと認め、そのように進めてまいります。

それでは、総合計画の策定にあたって、総論、基本構想、１、まちづくりの基本理念、

２、めざす都市像、６、基本構想を実現するために、基本計画、１、施策の体系について

質疑ございませんか。

沢田委員。

〇沢田広志委員 それでは、１点お伺いしておきたいと思います。

６ページの中に②基本計画というところがあるのですが、そこで基本計画の中間年、５

年ないし６年での進捗状況の点検を行うことについてということでお聞かせをいただきた

いと思います。基本計画の中の中間年で進捗状況等を含めて、点検してやっていくという

ことなのですが、③実施計画の中で今の第６期総合計画もそうですけれども、一次が３年、

二次が３年、三次が４年になっているのですが、そういったことを考えて、さらに今の時

代の社会状況の流れということを考えたときに、この中間年で進捗状況の点検を行うとい

うことではなくて、実施計画の３年、３年、４年といったところも含めながらすることが

いい方法になるのかと思うのですが、その辺の考え方について聞かせていただけないでし

ょうか。

〇委員長 飯澤明彦君 政策調整課副審議監。

〇政策調整課副審議監 玉川晴久君 今ご質問の実施計画の確認等についてなのですけれ

ども、まず実施計画につきましては基本計画に示しました施策ですとか基本事業に基づき、

その目標を達成するために基本的な事務事業がまず持っているものであります。

委員さんから出ましたとおり、各計画期間が３年、３年、４年という状況でございまし

て、実際そのスパンで評価するとなりますと、期間が非常に短くなるということもござい

ます。また、事務事業につきましては、成果指標を一つ一つ設けておりますので、毎年そ

の指標について確認を行って、その確認結果によって次年度以降の予算に反映される仕組

みをとっているところであります。

今回基本計画につきましては、中間年に評価を行うということになっておりますけれど

も、こちらについては４年経過後の５年目に市民アンケートを実施して、取りまとめて評

価を行いまして、第三次計画ですか、最終の４年の計画に向けて評価結果を反映させてい
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くという考えでおります。

〇委員長 飯澤明彦君 沢田広志委員。

〇沢田広志委員 ありがとうございます。

たしか第６期も大体似たようなことではあると思うのですけれども、今の社会情勢、い

ろいろな時代の流れということ、例えば一例で挙げますと、情報通信においても最初は４

Ｇであったのが今はもう５Ｇ、それが今度６Ｇといったことで、そうすると社会的な状況

がある部分では変わってくるのかと私は推測しております。そういったときに、そういっ

た状況の中でも対応をせざるを得ないときがあるのかなと。ただ、今回我々は基本構想の

ことでもありますので、全体的な１０年の流れとしての部分についてはいいと思うのです

けれども、ただその都度、こういったところは大事な部分が出てくるといったときには基

本計画、実施計画の中である程度の考え方というのが必要になってくるのかなということ

を聞かせていただきました。

今までのお話を聞いていると、大体４年目ぐらいから５年目にかけてアンケートも取り

ながら、最終の三次の４年間については、そういったことも評価として、それを基にいろ

いろ考えていくという部分もあるとお聞きしましたので、この辺しっかりとやっていただ

きたいと思うのですけれども、参考までに聞かせていただきたいのですが、今現在の第６

期総合計画は中間年での進捗状況とかいう部分もやられてきているかと思うのですけれど

も、例えばアンケート調査を５年目でしたのか４年目でしたのかと私も把握し切れていな

いのですけれども、今現在の取組の状況を聞かせていただければありがたいと思うのです

けれども。

〇委員長 飯澤明彦君 政策調整課副審議監。

〇政策調整課副審議監 玉川晴久君 今回の第６期総合計画の中間評価におきましては、

５年経過後に市民アンケートを実施しております。それで、そのアンケートを基に各基本

事業の指標について評価を行いました。その評価結果については、次の年に実施計画の第

三次を立てるスケジュールとなりますので、若干時間がない中で取りまとめを行ってやっ

た経過がございます。ということで、今回につきましては１年前倒しにしてやることによ

って、十分精査した中で次の第三次実施計画に向けて反映できるものと考えているところ

でございます。

〇委員長 飯澤明彦君 沢田広志委員。

〇沢田広志委員 ありがとうございます。

今回の第６期を恐らく踏まえながら、今回の第７期も中間年を含めて進捗状況、１年前

倒ししてということなものですから、そういったことを実施することによって、よりよい

総合計画、そして市民にとっても本当によかったのだなということになるのかなと理解さ

せていただきましたので、質疑はこれで終わりたいと思います。

〇委員長 飯澤明彦君 小黒弘委員。
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〇小黒 弘委員 質問する項目が何点かあるので、ただ全体を一問とすることが決められ

ているので、あちらこちらに行ってしまうかもしれませんけれども、質疑をしたいと思い

ます。

まず、基本構想の１まちづくりの基本理念というところなのですけれども、総括質疑で

も質問したのですけれども、残念ながら市長の答弁がなかったので、同じような質疑にな

るかもしれないのですが、ここではこれまで築いてきたまちづくりの主役は市民という考

えを継承すると書かれているのですけれども、この６期を踏まえた上で本当の意味でのま

ちづくりの主役は市民ということがこれからも言っていけるのだろうかということをまず

お伺いをしたいと思います。

〇委員長 飯澤明彦君 総務部長。

〇総務部長 熊崎一弘君 基本理念の部分でございます。まちづくりの主役は市民という

部分につきましては、６期を継承してということでございます。６期についても市民が主

役という中で各種事業をするに当たって市民の意見を聞きながら事業実施をしてきており

ます、細かい部分につきましては。そういう部分を引き続き７期についても行っていくと

いうところをここに表現させていただいているところでございますし、住んでいる市民が

幸せでなければまちづくりになりませんので、そういう意味合いをここでうたっていると

ころでございます。

〇委員長 飯澤明彦君 小黒弘委員。

〇小黒 弘委員 委員長、すみません。今私の質疑の仕方が違いますね。もっと全体的に

聞くところがあれば一問の中でしていかなければ駄目ですよね。

〇委員長 飯澤明彦君 最初に審査方法を示していますので、その中での質疑応答という

形を取っていただければと思います。

〇小黒 弘委員 今基本理念で座ってしまいましたけれども、本来そこでは駄目だという

ことだと思いますので、次に聞きたかったことは、目指す都市像の中なのですけれども、

自然に笑顔があふれ明るい未来をひらくまち、これが目指す都市像だとすると、分かりづ

らいなと思うのです。何かイメージで都市像というのは、これからの砂川市を描いていく

上の、どういうまちになっていくのかということがイメージ、みんなができるのだろうか

と思うのです。言葉に込められた思いというのは、この下には書かれているのですけれど

も、以前は快適環境都市を目指すだとか、第６期ぐらいですか、こういう何かイメージを

目指す都市像としていくということになってきたのが。今回のは、特に自然に笑顔があふ

れ明るい未来をひらくまち、何だかよく分からないのですけれども、こんなことでこれか

らの１０年、この砂川市はやっていけるのだろうか。人口はどんどん減っていくし、この

砂川の今一番大事なところをどう伸ばしていってということを都市像の中でしっかりうた

っていかないと、市民の目標というか、行政の皆さん方の目標も生まれてこないのではな

いかという私は気がするのです。何とも自然に笑顔があふれ明るい未来をひらくまち、こ
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れはどういうことなのかなというのをまずお伺いするのですけれども、どんなまちを想像

したらいいのか、そこをお伺いします。

今度は、２８ページの基本構想を実現するためにというところなのですけれども、これ

も例えば２番目なのですが、みんなが愛するまちづくり、私は年とったせいかも分からな

いですけれども、愛するという言葉は非常に親しみがなくて、多分英語で言えばラブとい

う言葉だと思うのですけれども、みんなが愛するのは何を愛するのですか。３番目の持続

可能なまちづくりというのはある程度分かるのですけれども、みんなでつくるというのも

みんなでつくっていくのだろうな。みんなが愛するというのが、今回このイメージが先行

していて、具体的にどういうまちを目指すのだろうというのがすごく分かりづらいなと思

っていまして、まずここで質問するのはみんなが愛するとは、誰を、何を愛するというこ

となのですか。

それと、持続可能なまちづくりの中でＳＤＧｓ、これずっと一貫してＳＤＧｓというの

は今回の大きな概論でしたか、そこでもしっかりと書かれているのですけれども、これが

何のことなのかよく分からないのです。どういういきさつでできて、どうだというのは分

かるのです。ただ、これが私たちの砂川市ぐらいの人口規模の中でＳＤＧｓの視点を踏ま

えながらと書かれているのですけれども、これをもう少し分かりやすく、これが第７期総

合計画とどうつながっていくのかということをお話をいただければと思うのです。ＳＤＧ

ｓの１７の目標というのが１４ページに書かれていて、これがＳＤＧｓの視点を踏まえる

という視点なのだろうと思うのですけれども、全世界的に考えたり国単位で考えていくと

非常に分かりやすいですよね。まだまだ貧困の国あるいは学校教育を受けていられないよ

うな国だとか、日々の食べ物に困っている国というのもあるわけですから、それを少なく

とも最低限そういうことがないようにという目標を世界中が掲げた、国連が掲げたのはい

いのですけれども、これをあえて人口１万７，０００人を切るような私たちのまちに、か

なり基本的な考え方として今回上げているわけです。今回の第７期の特色的なことだと思

うのですけれども、こういう状況が今砂川にあるのだろうか。１７の目標の中では、もち

ろん砂川にもあるものもあるのですけれども、全体としてはもっと大きな視点で大きな規

模での考え方だと思うものですから、それをあえて今回の第７期に、この基本構想を実現

するための第３番目にあるわけですから、私はもう少し砂川ということを考えていったと

きに、砂川の特色、先ほどから言っていますけれども、砂川のいいところ、弱いところ、

こういうところをどう具体的に表していくべきなのではないかと思うのです。

次に、３０ページの施策の体系というところなのですけれども、これはこれから先の具

体的なものの、いわゆる表出しというか、ページということでいいだろうと思うのですけ

れども、ただこれを聞いていくと、それぞれのを聞いていかなければならなくなってしま

って、例えばまちづくりの重点課題の推進というものと、その下の①から⑥まで並んでい

ることなのですけれども、一致してもよかったのではないかとも思うのです。まちづくり
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の重点課題、その重点課題を推進していくためにそれぞれの個別の事業があるのだろうと

思うものですから、まちづくりの重点課題の推進では順序も下の部分と合っていないし、

言葉もまた違う言葉が使われているし、かといってやっていく事業はその後のひし形の１、

２、３、４ということが現実的にやっていくことなのだろうと思うので、同じことを表す

のだろうに、いろいろな言葉が入り込んでいるので、かえって分かりづらくて、しかも順

位も違うということもあると思うのです。そもそもが３０ページのカラーではない①から

でもいいのですけれども、この順番というのはどういう順で①から⑥まで、まちづくりの

重点課題の推進も１から６なのですけれども、重要度が高いから１番なものなのか、低い

から６番なものなのか、どういうことなのかということも併せてお伺いをしたいと思いま

す。

〇委員長 飯澤明彦君 政策調整課副審議監。

〇政策調整課副審議監 玉川晴久君 まず、目指す都市像のイメージでございますけれど

も、こちらの自然に笑顔があふれ明るい未来をひらくまちということで、審議会の委員さ

んと議論を重ねた結果、決定したものでございます。

まず、議論の中でもイメージするものとしては、子供たちがいつも笑っているまちがい

いよねですとか、未来を今の子供たちがどう切り開いていくかというところで、そういう

まちづくりを進めていったらどうかなという意見が多くありました。また、市民アンケー

トからキーワードを幾つか拾ったわけなのですけれども、その中でも自然ですとか笑顔と

いうキーワードが多く見つかったことから、それらを総合的にいろいろ並べながら議論を

した結果、イメージっぽくはなっているのですけれども、イメージ的には優しいイメージ

にはなるのですけれども、このような都市像でいこうということにまず決まったところで

ございます。

次に、２８ページのみんなが愛するまちづくりの愛するはどういう意味合いかというと

ころでございますが、まず愛するというのは何を愛するかというのは、当然砂川市のまち

を愛するという意味合いがございます。まず、ここで議論になったのは、愛着ですね、こ

ちらにも書かれているのですけれども、子供たちの愛着を育てるといいますか、愛着を持

ったまちづくりを進めることで、未来に向かって子供たちが砂川に戻ってくる、戻ってき

たいという希望から、愛着を育んでもらおうというところからきています。このフレーズ

については、みんなが愛着を持つまちづくりとか、いろいろ何点か考えたのですけれども、

最終的にこちらも優しい言葉にはなるのですが、愛するがいいのではないかというところ

で愛するという言葉を使ったところでございます。

続きまして、持続可能なまちづくりのＳＤＧｓ、砂川市の関係についてでございますけ

れども、こちらは特にＳＤＧｓに取り組むということで、どんなことをするか、何をする

かというところではなくて、今実際に施策を展開していく中で当然ＳＤＧｓの１７の目標

と同じような目標で施策が動いているものは幾つかというか、ほとんどがそのようになっ
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ています。そういうことから、まず国が定めている１７の目標と、うちが目指す目標が一

致しているかというところで、まずは合わせてみようというところからアイコンといいま

すか、目標に通じるマークをつけたところでございます。また、国の地方総合戦略の取組

の中で国としても６０％の自治体にＳＤＧｓの取組を普及するといいますか、推進すると

いうことを国がＫＰＩを立ててＳＤＧｓに取り組んでおります。そういうこともありまし

て、当市としても目標が２０３０年というところで同じこともありますので、今回合わせ

ようということで計画に取り入れたところでございます。

次に、３０ページの基本目標の順番でございます。こちらの順番につきましては、どこ

が重要で、どこが重要でないかというところはなかなかつけづらいところでございます。

まず、前回の第６期総合計画と比較して変わったところとしましては、医療・保健・福祉

と生活環境・防災の部分が入れ替わっております。こちらについては、今後においては人

口減少対策等の関係から子育てですとか医療を中心に安心したまちづくりを進めることに

よって施策が進むことを考えれば、そこは順番を入れ替えたところでありますし、４番と

５番、こちらも入れ替えたのですけれども、こちらについてはある程度道路整備ですとか

都市基盤関係の整備についてはほぼ整備が進んで、あとは維持的なところに入ったという

ところから、それこそ順番はなかなかつけづらいのですけれども、下に下ろさせていただ

いたといいますか、並びを替えたところでございます。

次に、重点課題と基本目標の関係でございます。こちらも偶然といいますか、６つとい

うことで、同じ重点課題も６つ、基本目標も６つということになっておりますけれども、

こちらについてはそれぞれ何が重点課題かというところで、部長さんたちと協議等を進め、

内部協議ですか、進めた中で、それぞれ重要な点について出したところ、この６つが出て

きたというところで、これに取り組むことにしたところでございます。

〇委員長 飯澤明彦君 小黒弘委員。

〇小黒 弘委員 今までの答えでいけば、まずはこの総合計画の審議会の皆さんがこうい

うイメージやこういう言葉がいいのではないかということがあって、それを基本に考えた

と。役所も審議会の意見を尊重して、そのとおりがいいかということでこういう言葉が出

てきたのかということがメインの答弁でした。一番最初のまちづくりの基本理念というと

ころなのですけれども、まちづくりの主役は市民、総括質疑でも言いましたけれども、今

そう思っている市民の皆さんがどれだけいるのだろうと実は考えていて、あのときも言っ

たのだけれども、この１０年間はまちづくりの主役は市長だという言葉をあのときも使い

ましたが、行政が主導的によりなって、主役は市長で頑張ってきたのかなと思っています。

ただ、そこには光と影というのがあって、第５期は意外と市民の皆さん方も積極的に行政

に関わっていったという私は思いがあるのです。そこがよかったのか悪かったのか、私は

よかったと思っているのですけれども、善岡市長が市長になられてからは、トップという

か、善岡市長はいろいろな会合、いろいろなところによく出てこられたのも私は知ってい
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るのですけれども、ただ自分が話すのが得意な方ですので、市民の声をまず聞いてから話

をするというタイプではなかったのです。自分が一番いろいろな行政のこと詳しいもので

すから、自分の知識やいろいろな経験をまず話されていくというタイプの方で、そうする

と大体市のトップの人が話したことですから、それに対して何だかんだと言う人というの

はごくごく限られた形になってくるというのが普通のパターンですよね。だんだん市民の

皆さんも話すのもなと私は今なってきてしまっているかなと思っています。総合計画の各

地区に入っていったときもそうだと思うのです。誰か住民側のほうから質問があったとき

に、部長やいろいろな方々、後ろにもいるのだけれども、まず市長が出ていって話して、

とにかく相手のことを聞くではなく、どういうことをやっているのだ、どういうことをや

ってきたのだということを積極的に話していく。もっとはっきり言えば抑え込んでいくと

いう私はイメージを持ってきていて、だからこそまちづくりのここで主役は市民なんて言

われると、本当にそうだったのだろうかと思ってしまう現実なのですけれども、いろいろ

な話をもう総括質疑で私しましたので、同じことはしないつもりではいます。

ここで一番まちづくりの主役は市民ということで大事なのは、安原課長のところだと思

っているのですけれども、あそこではいろいろな市民に向けての講座等をずっと行ってき

ていると思うのですけれども、私は最初の頃からやり始めた、協働のまちづくりあたりか

らやり始めて、この辺の直近までの感想をぜひ聞きたいと思うのですけれども、課長が思

ったままを話してくれるかどうかというのは分からないですが、変化があると私は思って

いるのです。参加者の変化、あるいはそこでいろいろ議論、いろいろな話が出ている話の

内容の変化というものが間違いなくあるのではないかと思うものですけれども、一番まち

づくりということと市民というところの近いところの接点でいた課長だと私は思っている

ので、そこら辺のところをお伺いをしたいと思っています。

それから、目指す都市像で自然に笑顔があふれというのは、いわゆる自然に笑顔があふ

れているという言葉と、砂川は自然がたくさんあるねという、この自然とうまくかぶらせ

たということなのですか。私は正直何か言葉の遊びではないなと、これからを目指す都市

像だとするならば。今一番砂川が何をやっていかなければいけないというのは、私は医療

を核にしたまちづくりをしていかなければならないだろうと思うわけです。そういうふう

に今後の１０年間をどういう方向でこのまちの目指す方向を市民に示していくのかという

ことは、はっきりここでうたわないと、ただ単純に自然に笑顔があふれ明るい未来をひら

くまち、これは人それぞれでいろいろな取り方をするから、それはいいと言うのかもしれ

ないけれども、でももう一つの目標を持っていかなかったらば、このまちがどういうまち

になっていくのか、相当私は危機感を感じているし、商店街のこともそうですし、では今

砂川が一番大事にして、どこのまちに出しても引けを取らないことは一体何があるといっ

たら、市立病院だろうし、中空知の地域のセンター病院としての大きな役割を担っている、

そして人それぞれが健康でいたい、安心感もあって、何のために安心感が生まれるかとい
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えば、高度医療ができる市立病院がある。１，０００人近くの雇用も生まれ、周辺のお金

の動きも当然ここから大きく出てくるということを考えていったときに、今こそ医療を核

にしたまちづくりを今後進めていくのだということを私ははっきり打ち出すべきだと思う

のですけれども、この辺のところ、私はぜひ市長にお話を聞きたいのです。字句の一つ一

つの話を今この基本構想の中で聞きたいと思っていませんので、市長が、総括質疑でも私

言いましたけれども、実質的にいうと初めてつくった総合計画です。この１０年、市長と

してやられてきていて、今後の砂川市の１０年というのを肌身で一番感じていらっしゃる

のは市長だと私は思っているものですから、その市長がこの自然に笑顔があふれ明るい未

来をひらくまちというのをこれからの目指す都市像としてこれはすばらしい、いい言葉だ

とおっしゃるのかというところをぜひお伺いをしたいと思います。そういう意味で言えば、

基本構想の実現のためにという中でもみんなが愛するということも愛着を持つということ

なのだということと、それから審議会の皆さん方がこういう言葉がいいのではないのとい

うことで決めてきたということなのですけれども、皆さん方の主体はどこにあったのだろ

うと。職員の皆さん方の中でもこの第７期総合計画についていろいろな話合いをされてき

たという場もあったと思うのですけれども、そこも聞いてみたいです。

最後の施策の体系というところでは、どうやらこの順番というのは大事なものから並ん

でいるように今の話だと聞こえるのですけれども、本当にそうなのですか。全部が大事な

ことなのではないですか。この砂川市を今後維持していくというか、施策を打っていくた

めには、どれが１番でもなく、どれが６番でもなく、全てが大事な施策なのではないかと

私は思うのですけれども、でも第６期のときはこれが下だったから、これを上に上げさせ

てもらったという答弁だったので、多分１番から順番が大事な施策として６番までが打た

れていると解釈しなければならないのですけれども、そうなっていくとまちづくりの重点

課題の推進の１から６の順番と違うのは、どこで整合性をこちらは理解していけばいいの

かお伺いします。

〇委員長 飯澤明彦君 市長。

〇市長 善岡雅文君 それでは、私から基本的なことだけ申し上げますと、基本的には市

長が２１人の委員さんに諮問したと。私がつくるなら諮問する必要ないと。皆さん方で大

きなくくりの中で個別事業をやるのは民間の人は無理ですから、ある程度どんな形を、抽

象形になるかもしれないですけれども、大枠の中で皆さん方に考えてもらって出したもの

を私は尊重していると思っています。私が実質総務部長でやったのは、大きくこの総合計

画を変えなければならないと。成果指標も入れよう。政策も施策も市民が見て分かる形に

しなかったら意味ないと。ですから、そのときには行政主導である程度委員さんにお願い

して、こんな形にしたいというのは言いましたけれども、それ以外は民間の方々にある程

度自由に論議して答えを出してもらっていると。ですから、自然に笑顔があふれ明るい未

来をひらくまちと、こういうものなのです、都市像というのは。具体的なものを載せるの
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ではなくて、大くくりなものでどういうことを目指すのだろうというのがここに出てくる

もので、もう少し具体的になってくるのは政策ではなくて施策のほうで具体的なものが出

てくると。その下に基本理念が出てくると。市長の役割は何かといったら、上のほうでは

なくて、上のほうの目標というのは、市長のやることというのは、いわゆる地域の振興と

社会福祉しかないのです、突き詰めれば。それでは余りにも分からないというので、いろ

いろな項目を出しながら出していくと。だから、市長の性格が出てくるのは、事業の推進

のところに出てくる。目的を達成するのにどういうアプローチをするかというのは、市長

によって違います。計画をつくっても、例えば途中で市長が交代すれば違う事業が出てく

る、それはそういう理由です。目指すところは、みんなほぼ同じで、そこに行くのにどん

な事業をその市長は選択するか、そこの違いです。

大がかりに言いましたけれども、市民の２１人の方が選んだ言葉にこれをこうしましょ

うというのなら諮問した意味がないわけで、ある程度その辺の整合性を取りながら恐らく

事務局はやったのだろうと、私出ておりませんから。私が思い入れあるのは、はっきり言

うと、小黒さんはそうは言いませんけれども、第６期で第５期が全然何しようとしている

か分からないと、計画自体が。ですから、もっと具体的に成果指標を出して、政策を明確

にして、共通事項を明確にしようというのを委員さんに私から話ししました。ですから、

地域コミュニティを推進するだとか、財政の健全化と事業実施を両立させるだとか、共通

事項をさんざんつくりましたけれども、あそこに行政の思いが入っていて、それを委員さ

んと協議しながら、これでどうなのでしょうかというのは、あえてそこまで踏み込んだの

は、あの当時前の計画が具体性がなかったので、それを大きく市民に分かるように変えて

いこうというときだったから、それをやっています。そして、今回はある程度それを基に

して、小黒さんがみんなが愛するまちづくりとか分からないと言うけれども、前は地域コ

ミュニティの推進か何かだったのでないかと思うのですけれども、基本的に私はそんなに

違ったものではないと。出ていないので、この真の意味は私は分かりません。でも、協働

でやっていって、そのためには地域コミュニティがきちんとしていないと駄目だと。それ

と、財政と事業を両立させるのはどうするのだという、当時私がつくったわけではないで

すよ。それが大事だと私が言っていたやつをまとめてくれたのだと思うのですけれども、

そういう形でやっているので、小黒さんの言っている意味が、市長は目指す都市像をみん

なで考えてもらったら、それに行き着くための手法をどうしようかと考えるのです。言葉

ではなくて。言葉はいろいろな言い方があって、でもそれは突き詰めると同じところに行

くと。市民の福祉、地域の振興、ここに行ってしまうのです。ですから、事業のところで

市長の個性が出てくるものだと思っていますし、恐らく施策はどこの市町村行っても大体

同じところに帰結する。全く同じではありません。独自のところを行っているところもあ

ります。私は、計画というのはそういうものだと思っているので、砂川の場合ですと前の

やり方を踏まえながら、ほぼ網羅されているので、今度委員さんたちが新たにいろいろな
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個性を出しながら恐らくやったのだろうと思います。私は出ていません。議事録は見ます

けれども、膨大になるものですから、ある程度要点だけしか見ないのですけれども、ある

程度そういうところを容認してやっていると。

それから、もう一つ、市民が主役というのは、要するに私のアプローチの仕方は何をや

るかといったら、広報広聴は職員がやるのではないのです。権限ないですから、聴くだけ

に終わる。本来は、市長が直接出ていってやらないとならないのです。やる人は少ないで

すけれども。でも、市長が直接行って話を聞いて、私の思いと、こういうのをやりたいの

だというのと、みんなが思っていることの乖離を、差をどう縮めていくか。それをやれる

のは市長しかいない。だから、私の目線を市民まで下ろしたのです。カメラ持っていくの

は大分怒られましたけれども、あれは何をやっているかというと、市民に知らせるための

ものであり、広報広聴は市長が自らやっていたと。ですから、総合計画で市長が一人で話

していると言うけれども、本来そういうところで話すのは市長でなければ駄目なのです。

自分の言葉で言って。職員が言うのはまた違うから、私はヒアリングで行くときには私と

広報広聴の２人ぐらい連れていって、横に座らせて、お母さんたちと直にやります。団体

とも直にやって、ああ、こういう意見あるのかと。だから、市長が一人で勝手なことを言

っているのではなくて、黙って聞いて、それをどこまで戻ってやれるかということをやっ

ているので、総合計画のときも皆さんの言った意見の中でこういう問題もあるのですと答

弁したのは私です。本来は、それが本来のやり方。職員が話すのは、違うと思っています。

ですから、私しか主役ではないのです。それができるのは、本来市長だけなのです。だか

ら、市長もそれだけ出ていって、みんなの話を聞いて勉強しなかったら市長はやれないと。

職員に任すのだったら、違うと。答えるのは市長、だから私は余り話させません。強いて

言えば、横にもいるなと、斜め後ろにいてくれと。私が答えられないやつは、細部に入っ

てくると、私はそこまでやれませんから、職員に任せます。でも、できるだけ市長の生の

答え、考えを話さなければならないのです。そこが小黒さん分かっていないところで、余

り外に出ない首長さんを見ていると、そういうことになるかもしれないけれども、今の時

代は首長は積極的に出ていって、いろいろな話を聞いて、やれるものとやれないものがあ

ると。その葛藤の中でどこまでやれるのだ、財政も健全化をしながら事業もやるというの

はすごく苦しい選択で、やりたいのです。でも、やると将来にツケを残す。そんなことし

てはいけないと。

その思いの中で市長というのはやっているわけでございまして、余計なところまで小黒

さんが言うものですから、どんどん言いましたけれども、この言葉自体については私は委

員さんが言ったやつは、ある程度その背景が理解できるので、自然に出るというのは郷土

愛だなと。ということは、地域コミュニティの推進と似通っているだとか、そういう私は

理解をするのです。郷土愛があるから自然に出てくる。途中でずっと来たかもしれないけ

れども、このまちを愛する、ずっといる人も愛していると。愛しているということは、自
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然に笑みが出てくると、そんなまちにしたいなという思いがこれに入っているのだろうと、

私はそう理解しています。恐らく２１人も、そんな意味でなかったらこういう言葉は使わ

ないのだろうと。私の思い入れは、どちらかというと地域コミュニティとか財政の健全化

とか、６期のときにやったやつのほうが分かりやすいのだろうなと思いながらも、その背

景はこれから読み取れるので、いいのだろうなと。変な意味で使っているとは、民間の人

たち、ずっと砂川にいる人たちが委員さんになっていて、思いが強くてやっているので、

同じことではなくて、違う言葉でもっと新しいものをやろうとしたと私は理解しています。

いいふうに考えてもらって、行政がそれを勝手につくるのなら、こちらが諮問する必要な

いのであって、お願いしますと言った以上、私は尊重する考えです。行政が変えるなと。

出た言葉をなるべく入れるようにしながら、私の目から見たらうっという感じもないわけ

ではないです。でも、それを尊重しながら、それを目指すところの私の本当の主題は、ど

う事業を取り組んでいくか、そこに市長の個性なりまちの個性が出てくる。

小黒さんの言った、いわゆる病院の核というのは、私が２１世紀は市立病院がまちの主

役になるという論文を読んで、それを使って、ここを何とかしようという思いで、それは

いまだに変わらなくて重要なことですけれども、それは一事業の中でそれがトップに来る

ものではないと。大事なのだけれども、ほかの事業も子育ても同じように大事で、その範

疇でいいのだろうと。でも、砂川市は命運を病院とともにしなければならないという重要

性は小黒委員と同じで共通していますので、余りそういう言い方をしないほうがいいので

はないかと思うわけで、気持ちは同じです。このぐらいでよろしいでしょうか。

〇委員長 飯澤明彦君 市長公室課長。

〇市長公室課長 安原雄二君 協働事業の市民活動等入門講座に関するご質問にお答えし

ます。

たしか第６期総合計画のときには、構想の段階で協働のまちづくりという大きな目標が

ございました。実際に平成２５年度に協働のまちづくり指針を作成いたしまして、そこか

ら市民活動等入門講座、プラスステップアップ講座というのを４年間続けてまいりました。

こちらに参加している方たち、主に町内会長さんですとかＮＰＯ関係の方ですとか一般の

会社員ですとか、ありとあらゆる職業の方が参加してきております。最近、結構若年者の

参加が少ないということで、砂川高校さんのところに声かけしまして、砂高生ですとか、

あと市の職員も何名か来ている状況が続いています。実際にそのメンバーの内容的にはそ

れほど変わってはいないのですが、確実に言えることは第１回目、２５年度に開催した受

講者数よりはどんどん減ってきているというのが現状でございます。

〇委員長 飯澤明彦君 政策調整課副審議監。

〇政策調整課副審議監 玉川晴久君 基本目標の順番に関することなのですが、まずこの

１から６の並びなのですけれども、これは優先順位をつけて、１から６まで並べているも

のでは決してございません。私、先ほど１と２と入れ替えた、５と４を入れ替えたという
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ところでは、前回６計と変えましたので、その部分についての説明ということで、市の状

況なりを判断した中で、そこは入れ替えさせていただいたという意味で答弁させていただ

きました。

〇委員長 飯澤明彦君 総務部長。

〇総務部長 熊崎一弘君 都市像の部分で医療の云々というお話を委員さんからいただき

ました。これは、審議会の中でも各委員さんから意見もいただいた段階で、医療のまちづ

くりというのを前面にというお話をいただいたのも事実でございます。ただ、総体の意見

として、そこも確かに必要ですけれども、全体としてはほかの部分もあるので、医療一本

にするのはいかがなものかというところがあったということはご紹介させていただきたい

と思います。

それから、職員がどう思いながら６つの重点課題の推進と基本目標の６点ですけれども、

重点課題についてはそれぞれの基本目標にある６つに横断的に関わる部分ということで示

していますので、イコールではないということで現場の担当部課長ともに把握していると

ころでございますし、考え方は重点課題としての６つを上げたものであって、それがイコ

ール基本目標の１から６に対応するのではなくて、横断的に対応するものだということの

理解をしながらこういうつくりになっているところでございます。

〇委員長 飯澤明彦君 一問一答でお願いします。

小黒弘委員。

〇小黒 弘委員 一問一答でいいのですか。

〇委員長 飯澤明彦君 はい。

〇小黒 弘委員 一問というのは①のことを指すのですよ。ではなくていいのですか。

〇委員長 飯澤明彦君 一つ一つで。

〇小黒 弘委員 そうですか。議運で話したのと違う結果になるのですけれども、いいで

すか。委員長がそう思われるのだから、いいですね。

〇委員長 飯澤明彦君 ええ。

〇小黒 弘委員 では、これからもそうでいいのですか。

〇委員長 飯澤明彦君 はい。

〇小黒 弘委員 では、まちづくりの基本理念のところなのですけれども、これはぜひ本

会議場で、市長、やりたかったです。今のやり取りを本会議場でやりたかったのです。そ

れはなぜかというと、市長の市長たることが今出たなと実は思っていまして、市長は今一

番最初に自分の目線を市民まで下ろしたとおっしゃったのです。これ市長の本音だと思う

のです。そこが僕と全く違うところです。市長は、もともと偉い人だから、その偉い人が

低い市民のところまで目線を落としたのです。それが市長には基本的にあるのです。です

から、僕はまちづくりの主役はこの１０年間、市長だったのではないのという意味で言っ

ているのです。
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決して私、行政と市民はそういう形であってはいけないと思うのです。行政のトップの

人がそういう言い方をするから、行政の人たちも自分たちは偉いのではないかと思ってし

まう。そうではないでしょう。協働のまちづくりはお互いに対等ではなかったらできない

のではないですか。それがもう十何年間、選挙もなかったから、この議論もないままで続

いてきました。これは、この委員会で話をするような話ではなかったと実は思っているの

ですけれども、市長も答弁なかったので、今になってしまったのですが、まさに今のお言

葉、今の砂川を表しているかなと……

５分前。あと５分で私の持ち時間が終わりますので、ただどうしても２１人の審議会委

員さんたちというものに対して、これは私たちも条例でよしと決めたものですから、前回

のときも言ったかも分からないのだけれども、なかなかこれが直るなんていうことにはな

らないのだろうと思うし、市長も基本的には諮問したのだから、その人たちの言うことは

尊重するという形ででき上がったものですから、よほどのことがないとこれを変更すると

いうことは議会としても難しいだろうと思っていくと、今後の質疑も少し自分も変えてい

きたいと思いながら、この①については終わりたいと思います。

以上です。

〇委員長 飯澤明彦君 市長。

〇市長 善岡雅文君 最後に言わざるを得ないのですけれども、いわゆる公職持った人と

いうのは、私は選挙で選ばれると。従来の扱い方は、きちんと挨拶もさせられるし、ひな

壇にも上げられるし、委員の皆さんもそういう見方をしていると。ですから、その流れを

私は変えたかった。別に私のほうが上とか、そんなのではない。現実的には、市長の位置

づけというのは、そういう位置づけになっていたということを変えようとしたと。それを

もともと市長は偉いものだとかという言い方をされるのは心外というか、それひねくれて

いないですか、言い方が余りにも。どうしてそういう発想になるのか。市長は、どこへ行

ってでもそういう扱いで、行けば必ず挨拶もさせるし、違う扱いをされているという一般

的な見方をきちんと理解して話さないと。だけれども、それがそのままで、市長が最後ま

でいると品位に関わるから、挨拶終わったらすぐ公務があるから帰ってくれ。そうではな

いでしょうと。ここでいろいろな話をされるなら、市長はもっといてもいいし、いろいろ

なところに出ていって話をして、広報広聴は市長がやるべきだと。従来やっていないです

から。ですから、私は出ていった。ただ、その表現の仕方は、テレビのコマーシャルでは

ないけれども、トヨタの社長がトップダウンとは下に下ろすことだと、いいこと言うなと

思いながらも、その言葉を私も使わせてもらったけれども、ひな壇にいて、すぐ帰ってし

まうのではなくて、ある程度そこでみんなと話しすることがこれからの行政に必要だとい

うことを言っただけで、おまけにそれもカメラを持って、みんなに市長が何をやっている

かを教えながら、その団体がどんなことをしているのだというのを市民に知らせる手法も

必要だと。ですから、広報広聴を私は実践しただけで、本来は広報広聴の職員がやるべき
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ことを市長が一番出ていくので、それをやったと。それをひねくれて高いところからとい

う言い方は、小黒さん、違うのではないか。そうやってそれをあちこちで言われると困る

ので、これだけは言わせていただきます。

〇委員長 飯澤明彦君 小黒弘委員。

〇小黒 弘委員 そこまで言われたら終われないのだけれども、自分が言った言葉ですよ。

自分の目線を市民まで下ろしたと言ったのです。その言葉は、私の解釈と全く違っていな

いでしょう。カメラ持って歩いたからといって、それこそ職員がきちんと広報やったほう

がいい。市長、来賓で行って、カメラを持って市長が写していたら駄目です。それが市民

の目線まで下がったなんていうことではないの。こんなこと、今話をしていてもしようが

ないですね。市長が言ったことに対して私はお話をしたので、これで終わります。

〇委員長 飯澤明彦君 他にご発言ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

次に、基本構想３、将来人口、４、土地利用について質疑ありませんか。

小黒弘委員の質疑は休憩後に行います。

１０分間休憩します。

休憩 午前１１時０１分

再開 午前１１時０９分

〇委員長 飯澤明彦君 休憩中の会議を開きます。

基本構想３、将来人口、４、土地利用についての質疑に入ります。

小黒弘委員。

〇小黒 弘委員 将来人口の関係でお伺いするのですけれども、ここに書いてあることを

総括でもお話をしたのですが、答えがよく分からなかったので、改めて聞きますが、本計

画については、いわゆる社人研の推計を準拠にしてと書かれているのです。これを準拠に

してしまうと、２０３０年は１万３，１７６人なので、そこを１万５，０００人に持って

いくというのは相当きついのではないかと私は総括で話をしたのですけれども、これを例

えば砂川市の人口ビジョンに基づいてとか、あるいは市独自の推計に基づいてと書いたほ

うがよかったのではないかと思うのですけれども、あえて社人研の推計に準拠しと書いた

理由をお伺いします。

〇委員長 飯澤明彦君 政策調整課副審議監。

〇政策調整課副審議監 玉川晴久君 準拠しと使った意味合いなのですけれども、まず社

人研のほうでコーホート要因法を用いた推計をしております。それで、２０３０年の砂川

市の人口が１万３，１７６人と示されているわけなのですけれども、その社人研の推計方

法、それにまずは準拠といいますか、そのやり方をよりどころにして、そのやり方を基本

にして、そこで使われている仮定値ですか、それを砂川市の独自の仮定値に置き換えて砂

川市独自の推計をさせていただいているわけなのですけれども、そこでまず社人研のほう
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を使わせていただいたというところで準拠という言葉を使わせていただいております。

〇委員長 飯澤明彦君 小黒弘委員。

〇小黒 弘委員 このグラフと比べていったり表と比べていってしまうと、どう考えても

１万３，１７６人ということになるわけですよね、社人研に準拠していくと。違うのです

か。では、そこをお伺いします。

〇委員長 飯澤明彦君 政策調整課副審議監。

〇政策調整課副審議監 玉川晴久君 社人研のままいくと１万３，１７６人、確かに準拠

していくとこれになるものなのですが、うちのほうで考えているのが、まずはやり方に準

拠するというところで使わせて、だからそこを基準にしたという意味合いでございます。

準じてとなりましたら、それを使うのかもしれませんけれども、そこで言葉の選び方で準

拠がいいのか、よりどころにするのか、基準にするのかというところで、まずは社人研の

在り方を準拠させていただいて、そこから砂川独自の数値ですか、そこを導き出しまして、

そこを織り込みながら推計したという意味合いになっております。

〇委員長 飯澤明彦君 小黒弘委員。

〇小黒 弘委員 それでしたら、余白あるから、もう少しつけ加えて、やり方を社人研の

やり方に準拠したのだけれどもということですよね。でも、では基になったのは何なのか

というのが分からないから、やり方なのでしょう、この社人研の。だから、例えば第６期

のときにも使っているのだけれども、住民基本台帳に基づいた推計によればとかと一言入

れれば、この計算の方法を社人研の方法を取り入れたのだけれども、そのままの数値では

なくという理解ができると思うのです。だとすれば、あえてこの目標人口、社人研と、そ

れからうちの推計を入れる必要もないし、社人研がやるのをこんなに下がるのに、うちが

これだけというのをわざわざ見せる必要もないではないですか。こんなに頑張らなければ

駄目なものをつくったのということになりかねないので、素直にやったらいいと思うので

すけれども、それこそこれは大事なことだから、余り差が出てしまうのが分かると、相当

無理して、次の質問というのは、ではこんな千何百人もの差を合計特殊出生率の上昇や社

会減の抑制でどこまで抑えられるのと質問になりますよね。でも、砂川市独自の推計でい

けば１万４，９０４人になるのだから、このぐらいは目標人口としては何とか目指したい

ということで１万５，０００というのはいいと思うのですけれども、ここは文章的にも、

それからグラフ等を直したほうがいいのではないかと思いますけれども、どうですか。

〇委員長 飯澤明彦君 政策調整課副審議監。

〇政策調整課副審議監 玉川晴久君 社人研の推計を準拠、まずはやり方を準拠させてい

ただいたというところなのですが、文面的にも下から５行目に国立社会保障・人口問題研

究所の推計に準拠し、人口減少対策として、合計特殊出生率の上昇や社会減の抑制に取り

組んでいくことを考慮して将来人口を推計したというところで、まずは社人研のやり方と

社人研で出た数字を準拠とするのだけれども、その後の文面で市の独自施策もございます
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ので、そこを考慮してその仮定値を変更して将来人口を推計したという説明になっており

ます。

〇委員長 飯澤明彦君 小黒弘委員。

〇小黒 弘委員 そこまで説明しないと、文章読んだだけでは分からないということでは

ないですか。その基の数字を出したのは、何に基づいたのかが書かれていないのだ。市独

自の推計なり、あるいは住民基本台帳に基づいた推計でとなればいいけれども、それ一言

加えればいいと思うのです。どうですか。

〇委員長 飯澤明彦君 総務部長。

〇総務部長 熊崎一弘君 副審議監も今説明しているのですけれども、この将来人口の文

章の中身を御覧になっていただければと思うのですけれども、社人研の推計というのは平

成３０年に公表された推計でございます。そこが基本的に、社人研が推計するに当たって

は２７年の国勢調査、そして国勢調査に当たって、その５年前にその人たちがどういう状

況にいたかというところを踏まえながら推計するものでございます。考え方は、その推計

に当たっては特殊出生率ですとか社会増減だとかというのを過去５年間の数字を出しなが

ら人口推計をされております。それを丸々使うのではなくて、その中でここに書いてある

とおり合計特殊出生率を上昇させる、社会減の抑制に取り組んでいくというところを基本

的な考えになっていくと推計が１万４，９０４になりますということでございます。これ

は、私どもが独自で推計したものです。１万４，９０４という数字になっていますけれど

も、もっともっと事業を展開しながら、目標とする１万５，０００にしましょうというの

が将来人口に定めたものでございまして、住民基本台帳云々というところも前回はありま

したけれども、今回についてはあくまでも社人研の推計の仕方、特殊出生率ですとか社会

増減、それが実績としてある５年前の部分だけではなくて、これから行う部分も新たな推

計の形ですると、ここに付記しておりますけれども、考え方をした形で独自で推計したの

は１万４，９０４、これはどこにも出ていない数字です。私どもが今回推計したものでご

ざいますので、それを見ながら将来人口として目標はどうしましょうかというときに１万

４，９０４ではなくて、いろいろな事業展開をしながら１万５，０００を目標にしますと

いうことで将来人口を定めたということでご理解をいただきたいと思います。

〇委員長 飯澤明彦君 小黒弘委員。

〇小黒 弘委員 どうしても変えるのが嫌ならそれでいいのですけれども、具体的な質問

なのですが、合計特殊出生率の上昇や社会減の抑制にと普通に書かれているのですけれど

も、合計特殊出生率の上昇をさせるためには、社会減の抑制をさせるためには、どういう

ことをしたらいいのかということだけお伺いをします。

〇委員長 飯澤明彦君 総務部長。

〇総務部長 熊崎一弘君 これは、社人研自体が５年、５年前の状況を見ながらというこ

となので、２２年から２７年の状況を見たということでございます。今現在社会増減どう
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なのかというのは何度かお話をしたことはあるのですけれども、３桁がずっとあったもの

が２桁に抑制されているというのがあるのですけれども、残念ながらそこというのは社人

研では把握していないところでございます。移住対策ですとか住宅支援ですとか、それか

ら残念ながら子育て、出生率の部分については結婚関係、婚活関係も一生懸命やっている

わけですが、なかなかここは数字になっておりませんけれども、そういう事業を今後も進

めながら目標とする１万５，０００というところに行かなければならないだろうというこ

とでございますので、ここ数年移住対策もしっかりやってきている部分が人口動態にも出

ておりますので、これは引き続きやっていくということでございます。より以上にやって

いかなければならない部分はあるのかとは存じますけれども、そういう考えでございます。

〇委員長 飯澤明彦君 小黒弘委員。

〇小黒 弘委員 転入転出、出生死亡、特に今ここには社会減の抑制と書かれているので、

ずっと総務部長がおっしゃっているのは、ここのところというところ、多分平成２８年か

ら３０年あたりというのは、現実的にマイナス５７とか３６とかというかなり抑え込まれ

ていて、ここはよかったと思うのですけれども、これ総括でも話したかな。令和元年にな

ると、また１２０人になって、今年はまだ９月末までだったかとは思うのですけれども、

今年の減り方は相当な減り方になっているのです。今で単純に人口の減だけですけれども、

２８７人ぐらい１月から９月の末まで減っているので、この調子でいけば３００人を超え

てしまうだろうと思うのです。ここら辺の要因は一体何なのだろうと思いますか。

〇委員長 飯澤明彦君 総務部長。

〇総務部長 熊崎一弘君 引き続き転入して住まいを構えてもらおうという施策はずっと

やっているのですけれども、いかんせん大企業の合理化等があって、この間北海道電力さ

んの影響に基づいて、奈井江発電所が休止するということで、人員の合理化ですとか、４

月以降の話をすると、警察署の統合について、住まいを求めている方が、砂川市に住んで

いる方が残念ながら滝川の住民になっていく。わざわざ砂川から滝川に転出することはな

いですけれども、砂川の方が転勤によって市外に出る。その代わりの方が砂川署ではなく

て滝川署管内になってしまうので、滝川署の本庁舎がある近くに住まいを、官舎自体があ

りますので、そういう移動があるというのは二次的というか、影響が出てきているのでは

ないかと思っておりますので、できるだけ少なくしたいというのはこちらからありますけ

れども、事案としてはそういうものが影響しているなと思っているところでございます。

〇委員長 飯澤明彦君 小黒弘委員。

〇小黒 弘委員 砂川のまちは、先ほどから言っている大きな病院あるし、余りどこかで

人口減が止まるのではないかと私は思いたいのです。このままずっと社人研が言うように

減っていくのか、大きな企業というか、ある一定の段階までいけば、それこそ止まってく

れるような要素が砂川にはあるのではないかと思っているのですけれども、それが何とか

１万５，０００ぐらいの、今回の目標人口で止まってくれればとも思うのですけれども、
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その辺の見通しというのは全く、どうでしょうか。何か考えられることはありませんか。

〇委員長 飯澤明彦君 総務部長。

〇総務部長 熊崎一弘君 人口問題は複合的な要因も当然ありますし、砂川市の欠点とい

いますか、人口の動態を見ますと、どうしても１８から二十歳まで、それから２２歳前後

の部分の人口の増減というのはどうしてもマイナス、特に札幌圏への転出者が非常に多い

というのが砂川市の特徴でありまして、学生から働き始めるところの住まい、そこがどう

しても砂川では弱いのでないかと思っております。それぞれ施策はそれぞれの部門で積極

的にやっておりますし、ここ四、五年、高校卒業生向けの施策もそれぞれ事務事業も行っ

ております。それが成果出るのはこれからだと思うのですけれども、そういう部分は今後

も引き続きやっていかないと、１８から２２歳の方々の増減は相変わらず続いてくれば、

減少する方向づけにはなってきてしまうのかとは思うところでございます。

〇委員長 飯澤明彦君 小黒弘委員。

〇小黒 弘委員 砂川市のホームページ、世帯と人口の推移を見てみたのですけれども、

今９月末の人口で１万六千五百何十人だったと思うのです。もう少し多かったかな。９月

末で１万６，５６１人となっていました。これって実は大正１２年の砂川市の人口が１万

６，５２８人だったというのを見たのです。見つけたというか。不思議に同じ数字ぐらい

に今なっていて、この大正１２年という時代を私は知らないのですけれども、ただインフ

ラもこんなに全然整ってもいなかっただろうし、もっともっと行政の予算規模も小さかっ

たのではないかと思うのです。大正時代の人口と今同じ人口になってきたというときに、

今後の１０年というのは２万も３万も、３万は大げさか、２万から２万５，０００ぐらい

までの状況の中でのインフラだったり、それからいろいろな行政サービスだったりという

ことを今現在やっていこうとしていると思うのです。大正時代なんて、そんな便利ではな

かったとも思うし、人口規模というものと行政サービスというのは、一度やったものは人

口が幾ら減ったって変えるわけにはいかないということになっていくものなのかどうなの

か。ただ、大正時代と違うのは、１世帯当たりの平均人員、世帯の構成の人たちですね、

大正時代は５人だけれども、先ほどの９月末ので単純に割り算すると２人も切ってしまっ

ているのですね、今。ですから、全部の世帯が夫婦２人でいるかというと、本当に独り暮

らしの人が多いというのが今の砂川の現状だと思うのですけれども、いろいろそうやって

考えていったときの質問が、大正時代と同じ人口なのに、今砂川市のこの行政サービスと

いうのは百何十億の予算規模を維持していかないと、なかなか市民の満足度は一定保って

いかれないのかなと思ったりもしたのですけれども、その辺のところのご所見をお伺いし

たいと思います。

〇委員長 飯澤明彦君 総務部長。

〇総務部長 熊崎一弘君 人口だけの部分でのお話なのかと思うのですけれども、時代に

沿った形で行政サービス変わってきますし、一度あった行政サービスを切る、やめるとい
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うのはなかなか難しいものだと思っておりますし、また求めるものも多種多様になってお

りますので、その中で最大公約数的な部分を選びながら、そしてそのまちに住んでいる人

が幸せになるような施策というのを打っていくのだと思いますから、大正の時代と同じサ

ービスではないとしても、それはやむを得ないと思いますし、簡単に切れるものでもない

と思っております。ただ、長い年月の中で不要なものがあれば、それは当然そのとき、そ

のときの判断の中で変わっていくのではないかなと思いますけれども、基本的にはなかな

か行政のサービスを縮小させていくというのは全国的に見ても難しいものと思っていると

ころでございます。

〇委員長 飯澤明彦君 小黒弘委員。

〇小黒 弘委員 土地利用の関係でお伺いしたいと思うのですけれども、住宅地域につい

て言うと、市街地においての未利用地の利用を促進すると書かれています。当然今後細か

い施策の中でもお伺いする機会はあると思うのですけれども、市街地の未利用地の利用促

進ということについて、市街地の未利用地というのはどういうところを指しているのかと、

それからこの利用を促進していくための全体的な方向性だけでもいいのですけれども、ま

ずそこをお伺いします。

〇委員長 飯澤明彦君 総務部長。

〇総務部長 熊崎一弘君 市街地の未利用地という部分につきましては、都市地域の中で

の住宅地域における未利用地というくくりなのかなとは思うのですけれども、基本的には

今実施しておりますまちなか居住の推進というところが住宅にすべき用地、宅地にすべき

用地については考えられるのではないかなと思うのですけれども、今実際にそうしており

ますので、有効活用していただきたいのは引き続きこのような方向づけで土地利用に当た

っていただきたいということで記載させていただいているところでございます。

〇委員長 飯澤明彦君 小黒弘委員。

〇小黒 弘委員 続いて、商業地域の関係なのですけれども、利便性が高く、にぎわいの

ある商業地の形成に努めますと書かれているのですが、ここも具体的にはどんなふうな努

力があるのでしょうか。

〇委員長 飯澤明彦君 総務部長。

〇総務部長 熊崎一弘君 個別具体な部分は担当がそれぞれの施策の中でお答えをするこ

とかなと思うのですけれども、商業地域については中活以来、まちなかへの空き店舗が目

立ってきていますよというところは行政課題としてずっと抱えておりますので、その中で

商業店舗の空き店舗の解消ですとか、そういう部分については今現在施策として事務事業

としてやっておりますので、そういう考えに基づいて商業地については今後も形成に努め

ていきたいというところはありますし、にぎわいのある商業地についてはまだ半ばですけ

れども、駅前の旧パチンコ屋跡地はそこの核となる部分でもございますので、ここにはし

っかりとにぎわいのあるという表現をさせていただいているところでございます。
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〇委員長 飯澤明彦君 小黒弘委員。

〇小黒 弘委員 続いて、工業地域なのですけれども、立地条件の優位性を生かした企業

誘致活動を推進するとなっています。ここは、例えば千歳だとか港があるところ、まさに

北海道内でもなかなか企業誘致が難しいという状態の中で、この内陸地の砂川が立地条件

の優位性を生かせるとお考えなのかどうかをお伺いします。

〇委員長 飯澤明彦君 総務部長。

〇総務部長 熊崎一弘君 具体的に私が答えていいか分からないのですけれども、優位性

をうたうのは、何もなければ来てもらえないというのは当然の話でございますので、砂川

市がそれら企業さんが優位に考えられている部分というのを紹介しながら、それは何でし

ょうかというと、高速道路であったりスマートインターができましたというところを前面

に立てながら、工業団地の分譲にかかっておりますので、その意味合いを含めて記載をし

ているところでございます。

〇委員長 飯澤明彦君 小黒弘委員。

〇小黒 弘委員 続いて、農業地域なのですけれども、生産基盤の計画的な整備を進める

とともにと書かれています。基盤整備のことでいいと思うのですけれども、砂川はなかな

か基盤整備が進まないということはよく言われていることと、ほかのところへ行くと、そ

の基盤整備が行われて、住んでいるところがまたさらに基盤整備が今行われているのをよ

く見るのです。それは何かというと、農業のＩＴ化への基盤整備は今の基盤整備よりもっ

と大きな基盤整備をしないと、ＩＴ農業に対応していけないという話を聞くのですけれど

も、まだまだ砂川の場合は最初の段階の基盤整備もなかなか順調に進んでいないようなお

話を聞くのですが、この生産基盤の計画的な整備を進めるというのはどう取ればよろしい

のですか。

〇委員長 飯澤明彦君 総務部長。

〇総務部長 熊崎一弘君 農業地域における生産基盤の計画的な整備というのは、基盤整

備は決してやっていないわけではなくて、何年かにわたって畦畔を撤去したりという部分

は実際砂川市においてもやっておりますけれども、他市町の農業を専従とする地域におい

ては、砂川市は見劣りするのは担当のほうから聞いているところでございますけれども、

今でよしとすることなく、地域、地域に基盤整備が必要な部分については、個別、１人ず

つがやれるわけではないので、地域の合意を求めながらやっていかなければならないとい

うものがあるのですけれども、土地の利用的には基盤整備する必要があるというところで、

基盤整備をすることによって優良農地がどんどん大きく、設備投資はかかってしまうので

すけれども、年々の経費ですか、それが安くなって、農業の従事する部分が、農業収入が

確保されるということの基本でございますので、その辺は引き続き整備を進めるという表

現をさせていただいておりますし、そういうことをもって今後事務事業を進めていくもの

でございます。
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〇委員長 飯澤明彦君 小黒弘委員。

〇小黒 弘委員 その基盤整備がどうして砂川市は難しいかというお話を聞くと、地籍調

査というのが砂川市の場合は行われていないから、どこを基準点にやっていくとどこかが

どうにかなってしまうみたいなところが一番難しい点なのではないかというお話を聞くの

ですけれども、それというのはこの基盤整備というのはどうしても今後後継者が少なくな

っていったりＩＴ農業をやっていくという上では大事な要素になるのだろうと思うのです

けれども、大きなネックになっているのは間違いないのかどうかお伺いします。

〇委員長 飯澤明彦君 経済部長。

〇経済部長 福士勇治君 基盤整備を進めるに当たって、地籍調査がネックになっている

かどうかという部分につきましては、それはそれがネックになっているわけではなくて、

なかなか砂川の場合、ご存じのように土地の在り方がもともと小さかったり、形がとか高

低差があったりというところから、なかなかほかの地域のような大きな基盤整備が進んで

いなかったという現状があります。

ただ、今総務部長が答弁したように、小さな基盤整備が進んでいますし、あと大きな地

域で基盤整備をしようということで、今話として準備が進んでいる地域もありますし、こ

の後地域としてきちんと取り組んでいこうという地域もありますので、そこについてはご

存じの大きな基盤整備というのがこれから進んでいきます。

ただ、基盤整備しているところも何年かしたらまた状況に応じてということがほかの地

域でもあります。それは、農業機械の大型化ですとか、おっしゃっていたようにスマート

農業というのが今導入されてきていますので、それに合わせた形にしていくということで、

一度すれば終わりではなくて、また１０年後ぐらいのところで、そのときの農業に合わせ

た基盤整備というのが必要だということで、基盤整備が進んでいる地域でも１０年ぐらい

のスパンで基盤整備がされているという状況にあります。

〇委員長 飯澤明彦君 小黒弘委員。

〇小黒 弘委員 私の最後の質問なのですけれども、道路なのですが、利用区分別の基本

的な方向性ということの中の⑤番の道路ですけれども、なかなか道路の関係に関して言う

と、舗装が段差があったり、住民要望としては、多分ほかの議員さんも同じだと思うので

すけれども、うちの前の道路というのが多い砂川市かなと思っているのですけれども、今

聞きたいのは、都市計画道路というのが前からあって、計画図を見ると相当まだまだ未整

備のところが多いように思うのですけれども、これはもうどこかで都市計画の道路という

のは、もうこの計画はやめようとか、今後どうするかということは変更はあり得るのかど

うなのかをお伺いします。

〇委員長 飯澤明彦君 建設部技監。

〇建設部技監兼土木課長 小林哲也君 都市計画道路についてのご質問ですけれども、現

在都市計画決定されている都市計画道路の延長が４万７，３１０メーター、既に改良済み
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延長が４万３２０メーターで、整備率は８５．２％となっております。未改良区間が約７

キロ程度あるのですけれども、これについては地域の土地利用の状況だとか、なかなか難

しい部分もございますので、現在都市計画マスタープランの見直しを行っておりますので、

そういう中で今後未改良の部分についてはどうしていくかというところを変更するだとか、

そういう形で考えていきたいと思っております。

〇委員長 飯澤明彦君 小黒弘委員。

〇小黒 弘委員 細かい話になって、今総括図を見ているのですけれども、大分都市計画

道路は整備をされているという、８５．何％ということなので、例えば北７号西沿え通り

といっても、要所要所は整備がされているところはありますけれども、川沿いをずっと走

っていったりとか、あるいは南７号の西沿え通りというのですか、これなんかは北光園か

ら豊沼のほうまで行くような道路の計画があるはずなのですけれども、見る限りはそこは

全然されていないし、東１線南５号通りというのも南北に向かって、これも豊沼終点にな

っているような道路もありますよね。こういうのも含めて８５．２％は今既に整備済みと

考えていいということなのですか。

〇委員長 飯澤明彦君 建設部技監。

〇建設部技監兼土木課長 小林哲也君 今整備率については８５．２％ということで、委

員さんがおっしゃった、まだできていないという部分が約７キロあるということでござい

ます。

〇委員長 飯澤明彦君 小黒弘委員。

〇小黒 弘委員 最後に確認です。

そこは、もちろんそういう整備計画があれば土地の関係だとか、そのうち道路になるか

らとか、いろいろな要素が出てくると思うのです。これは、今後のマスタープランもつく

るのでしょうから、そのときには見直しをされるということでいいのですか。

〇委員長 飯澤明彦君 建設部技監。

〇建設部技監兼土木課長 小林哲也君 近隣の土地利用の関係だとかで道路整備が難しい

部分については、今後見直しをしていきたいと考えております。

〇委員長 飯澤明彦君 沢田広志委員。

〇沢田広志委員 土地利用の関係で、この中には項目として載っていない部分があるので

すけれども、というのは土地利用の関係でどうしても１０年前も含めながら気になるとこ

ろがあるのが、砂川市内には白地地域というところがあって、この中の白地地域について

は特にうたってはいないのです。都市計画区域の中で用途地域の指定のない地域が白地地

域と呼ばれるということでありまして、いろいろデータ等を調べさせていただいた中で、

今現在砂川市内にも白地地域が令和元年度において約１，１８７ヘクタールほどあるとい

うことで、全体的にこのような状況になっているのですけれども、総合計画において今後

の１０年間の中でいろいろな兼ね合いが出てくるのかなと思うものですから、白地地域に
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対する市としてのまずは考え方はどうなっているのか聞かせていただけないでしょうか。

〇委員長 飯澤明彦君 建設部技監。

〇建設部技監兼土木課長 小林哲也君 都市計画区域の白地地域についてでございますけ

れども、都市計画決定されている約半分くらい、約１，１８７ヘクタールほどが都市計画

区域の中の白地地域となっております。地域としては、空知太の西地域だとか北光地域、

それと東豊沼地域に多くあります。これらについては、当市の場合、ほぼ農地になってお

りますので、規制については農地でございますので、農地法だとか農振法の規制によって

乱開発ということはできない状況でございますので、そういうところについては農地で保

全していくという考え方でございます。

〇委員長 飯澤明彦君 沢田広志委員。

〇沢田広志委員 主に農振地域であるというお話だったと思っています。例えば北光地域

のところ、能力開発校の周辺においても、あそこは白地地域なのだけれども、基本的に農

地のように活用されているということで、白地地域というのは用途地域の関係と違って建

築基準法でいろいろな部分で緩和されている部分、要するに対象外になっているから、好

きなことできるということではないけれども、ある程度のできることは許されていると私

は受け止めています。

それで、今年で終わるであろう都市計画マスタープランの中でも、この基礎資料の中で

も一つの問題点ということから、都市計画区域外、用途白地地域での都市的利用が見られ

る。一部の白地地域、都市的土地利用が見られるということがうたわれていて、これはも

う既に平成２４年につくられたマスタープランでありますけれども、そのときそういった

懸念があって、今おおむね１０年ぐらいたってきている。ただ、今回は総合計画としての

１０年先も含めた中であるということなものですから、現在約１，１８７ヘクタールの白

地地域があるということは、場合によっては全てが農振地域ではなくて、都市的な利用が

できる部分もあるのだろうな。マスタープランの中にも今言われたように五、六か所、丸

囲いで地図に落とした部分ありますから、今言われたところはそうなのだと思いますけれ

ども、そういったことが土地利用の関係でこの総合計画に対するいろいろな動きが出てく

る可能性はどうなのだろうと私は思っていたものですから、農振地域以外の部分において

の白地地域の動きというのか、この辺はどう推測しているのかと思うので、考え方を聞か

せていただけないでしょうか。

〇委員長 飯澤明彦君 建設部技監。

〇建設部技監兼土木課長 小林哲也君 確かに都市計画の白地地域の中で農振農用地区域

については、当然農地以外のものではなかなか使えないとなっております。

また、農振の白地地域という部分もございますけれども、これらについても農地法の規

制によって、１０ヘクタール以上の集団的な農地については、ほぼ転用が難しいという状

況でございますので、乱開発というものについてはおおむね防げるのかなと考えていると
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ころでございます。

〇委員長 飯澤明彦君 沢田広志委員。

〇沢田広志委員 農業系に関連して言うならば、農振地域については土地の用途変更等に

ついてはいろいろな規制もあるし、きちんとした会議体を通っていかなければいけないと

いうのは承知していますので、この辺りについてはそんなに遜色ないのかと思っています

けれども、ただどうしても都市的利用のできるような白地地域があるということになると、

先ほどの将来人口のことではありませんけれども、それと今回の総合計画の構想の中に住

み続けたい、帰ってきたいといった、このまちでずっと住み続けよう、そして帰ってきて

人口が少しでも増えるような要素のための一つのスローガンを持ってやっているわけです

から、そういったときに今現在ハートフルも含めて住宅政策いろいろやっている部分ある

かと思います。これイコール、私は今回この中に載っていませんけれども、前回の第６期

であったコンパクトなまちづくりにしましょうといったところにつながっていると思って

いますので、そういったときに白地地域のところに、例えば都市的利用ができるというと

ころの白地地域、そこに住宅建てましょうとか開発しましょうというのがもしないとは言

えない部分ですから、１０年間を考えたときに。そういったときの対応の仕方というのは

しっかりしていかなければいけないと思うのですけれども、この辺の考え方、最後に聞か

せていただけないでしょうか。

〇委員長 飯澤明彦君 建設部長。

〇建設部長 近藤恭史君 私から、土地利用の白地地域の利用の基本的な考え方について

ご説明をさせていただきたいと思います。

本市の白地地域でございますけれども、先ほど技監から説明ありましたように、市内の

郊外部分に用途地域を取り囲むように面積約１，１８７ヘクタールが白地地域として存在

しているところでございます。本市のこの白地地域の基本的な考え方といたしましては、

本来用途地域内で宅地開発をされるべきものがこのような白地のようなところの用途地域

外でなされるなどがありまして、基本的には白地地域へのにじみ出しというのは抑制して

いきたいと考えているところでございます。

また、このように宅地開発が進めば、都市基盤整備ということでインフラの整備ですと

か、そういうものも必要となってくるわけでございますが、今ほど委員からご意見等あり

ましたけれども、人口減少に当たってのそういう宅地開発ということで、いろいろなケー

スが今後１０年間で考えられると思っているところでございます。

先ほど技監からありましたけれども、今これから砂川市は都市計画マスタープランを作

成しようということで今取り組みを進めているところでございますが、その中でそういう

新たな宅地開発、状況等を見ながらとはなりますけれども、場合によっては特定用途制限

地域の導入ということも考えていくことが可能ではないかと思っております。状況にはよ

りますけれども、そういう対応も今後１０年間の中で進めていこうと考えているところで
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ございます。

〇委員長 飯澤明彦君 沢田広志委員。

〇沢田広志委員 取組と進め方については分かりました。この辺はしっかりやっていただ

きたいと思っています。というのは、今年度国勢調査実施のときでもあります。国勢調査

の中にある人口集中地区、勉強をさせてもらいました。ＤＩＤという言葉があるのですけ

れども、この人口集中地区、平成２７年に５年前の国勢調査ありましたから、そのときに

ある程度５０１ヘクタールの中に人口もあったりとかということも、これは総務省統計局

のホームページ、国勢調査のところを見ると何となく見えてくる部分あったので、見させ

ていただきました。先ほど言ったように、私はコンパクトに白地地域に住宅ではなくて、

人口集中地区に人がどんどん住むような形になっていかなければ、たまたま人口集中地区

ということで見てみましたら、大変重要な統計資料なのだと思いました。というのは、都

市的地域の人口ということでイコールになっているのかと思うのですが、こういった人口

集中地区の人口等が地方交付税算定基準の一つとして利用されているほか、いろいろな計

画をつくるときのベースになっていると、総務省統計局のホームページを見ていたらあっ

たものですから、この総合計画としての１０年、１０年先も含めてですけれども、この１

０年間の動きの住宅のつくり方、人口をどうやってまちなかのほうに、もしくは人口集中

地区と言われるところにより一層住んでもらうといったことも必要になってくると思って

おりますので、そのようなことを含めながら、ぜひしっかりとした総合計画になって、市

民の皆さんが住んでよかったな、住み続けたいなといった部分になることをお願いして、

私の話は終わりたいと思います。

〇委員長 飯澤明彦君 他にご発言ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

次に、基本計画２、まちづくりの重点課題の推進について質疑ございませんか。

高田委員の質疑は休憩後に行います。

午後１時まで休憩いたします。

休憩 午前１１時５７分

再開 午後 ０時５７分

〇委員長 飯澤明彦君 休憩中の会議を開きます。

基本計画２、まちづくりの重点課題の推進についての質疑を受けます。

高田委員。

〇高田浩子委員 それでは、基本計画２、まちづくりの重点課題の推進について質問させ

ていただきます。

３２ページなのですけれども、１つ目として安心と健康な暮らしの推進ということであ

ります。その中で、健康診断や予防医療などを通した市民一人一人の包括的な健康づくり

の推進と質の高い医療体制の維持・確保のほか、地域医療機関における相互連携強化や子
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ども、高齢者、障がい者への地域の見守り活動の充実など、誰もが健康を保持し、生きが

いを持って住み慣れた地域で安心して生活できるまちづくりを推進しますとあります。

現在コロナ禍にありまして、新たな感染症への取組が必要とされている現在であります

けれども、この重点課題について、これで十分と考えるのか伺います。

〇委員長 飯澤明彦君 保健福祉部長。

〇保健福祉部長 中村一久君 新型コロナウイルス感染症というフレーズが出ましたので、

まずそのことについてのご答弁を申し上げたいと思いますが、新型コロナウイルスを含め

まして、感染症対策ということであれば、今委員がご指摘のとおり、重点課題の１番目の

安心と健康な暮らしの推進の中の最後の段落、「また、健康診断や」の段落で予防医療と

いうことがございます。感染症対策ということであれば、この予防医療に含まれると考え

ているところでございますが、新型コロナウイルスの感染症につきましてはまだ治療法が

確立されておりませんし、終息の見込みもまだ不透明なところがございます。それを今後

１０年間の重点課題とするのかということにつきましては、今お話をしたとおり終息の状

況であったり、また感染の状況によって判断をしてまいりたいと考えているところでござ

います。

一般的な感染症対策ということであれば、具体的な施策の中で感染症対策というのがご

ざいますので、予防接種なども含めまして対応してまいりたいと考えておりますが、新生

活様式といいますか、コロナに限らず、手洗いをするですとかマスクをつけるということ

につきましては、今後もこのような状況が続くように思われますので、そういったところ

では重点課題ということではないですけれども、積極的に皆さんに啓発などを通じまして

取り組んでまいりたいと考えております。

〇高田浩子委員 詳しい中身については、施策のほうで聞きます。

〇委員長 飯澤明彦君 小黒弘委員。

〇小黒 弘委員 ３３ページ、環境保全の推進についてお伺いをするのですけれども、特

に市民生活、いわゆる省エネルギーや再生可能エネルギーを活用するなどということで書

かれて、大事なことだとは思うのですけれども、砂川市の場合はぜひ北電の火力発電所を

残してほしいというもう一つのものがあると思うのです。再生エネルギーということにつ

いては、砂川市の場合は余り積極的ではないと思っているのですが、この辺環境保全の推

進ということで特に書かれているので、火力発電所の関係と、それから今後の再生エネル

ギーということについて、何か具体的なものがあるのかないのかをお伺いしたいと思いま

す。

〇委員長 飯澤明彦君 市民部長。

〇市民部長 峯田和興君 重点課題の中の環境保全の推進というところのご質問でござい

ます。

昨今ＳＤＧｓにあるように、二酸化炭素の縮減等々、あるいはエネルギーの省エネとい
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うところでは世界的あるいは全国的にも課題ということにもなってきます。そんな中で、

市としても今まで、特に砂川市地球温暖化対策職員行動計画というところで、特に公共施

設の部分での省エネというところでは取り組んできたところでございます。また、各施設

のＬＥＤ化というところでは、今後第７期においても各公共施設のＬＥＤ化に取り組むと

いうこともありますし、また来年３月に建設予定の新庁舎におきましては、地中熱、ヒー

トポンプの利用ということもあります。その中では、省エネというところでは進めていく

ような考えでございます。

また、実際各家庭においてもなかなか省エネというところでは進んでいないような実態

もありますので、まず家庭のほうでもできるクールチョイスというか、賢い選択、節電の

エコというところでのこういうことをすれば省エネになる、あるいはそれが例えばエコバ

ッグ等、そういう賢い選択の事例等を用いて、まずは家庭のほうにもこういうことをやっ

たらいいのではないかという啓発を進めていこうという考えでございます。

火力発電所という話もありましたけれども、まず総合計画の重点課題としては環境保全、

公共施設のほうにもまずＬＥＤなり地中熱というのをやると同時に、家庭のほうにも省エ

ネのようなものを取り組んでいくということは重点として取り組んでいきたいと考えてお

ります。

〇委員長 飯澤明彦君 小黒弘委員。

〇小黒 弘委員 まち全体の総合計画として、誰でも見れる内容になるはずですよね。そ

こで、砂川市は砂川の北電の火力発電所はぜひ残してほしいと思うのです。そこは、そう

いう気持ちというか、市としての取組というか、方向性というのは間違いないのかどうか、

まず確認させてください。

〇委員長 飯澤明彦君 市民部長。

〇市民部長 峯田和興君 火力発電所の考えということで、環境面というところとは離れ

る部分もあると思いますが、先ほど来の話でもそこに働いている人たちの人口減ですとか、

あるいは火力発電所があることによる税収という大きな問題もございます。また、砂川市

にとっても火力発電所があって、結構市としても重要な位置づけというところでございま

す。ただ、今は重点課題としての環境保全の推進というところでの説明、あるいは火力発

電所としては別の考えとして砂川市にとっては重要なものだと考えております。

〇委員長 飯澤明彦君 小黒弘委員。

〇小黒 弘委員 別の考えという考え方で、そんな簡単でいいのでしょうか。そこはきち

んと砂川市としては方向性を、答弁であっても出しておきながら、でも聞き方によっては

再生可能エネルギーというものを活用するということと、それから環境ということを考え

るときに北電の火力発電所との整合性が取れなくなる可能性があるわけではないですか。

一番やり玉に上がるという可能性もある火力発電所なわけだから、そこは私は残していく

べきだと、そういう要望を常に出していくべきだと思っているのですけれども、ただ単純
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に再生可能エネルギーの活用とか環境は十分に配慮してという、文字だけそうやって書い

ておいても、実際そこの一番ＣＯ２が出ると言われている火力発電所をどう残していくか

ということは、もしかすると相反する書き方になってしまう可能性もあるわけで、その辺

のところの基本的な考え方をお伺いしたいと思います。

〇委員長 飯澤明彦君 経済部長。

〇経済部長 福士勇治君 基本的には環境保全のことでお聞きになっているのだと思うの

ですけれども、今北電さんの話が出ましたので、そこについて補足というか、先般国のほ

うでこれからの火力発電、石炭発電の在り方という発言もありまして、北電さんとはその

辺のことの情報交換もしているのですけれども、砂川市にとって北電につきましては、日

本最北の火力発電所ということで、北海道になくてはならない発電所だと考えております。

今後の在り方については、まだ北電の内部でも今後の在り方についてはまだ議論がされ

ていないということでございます。ただ、今後その方針が示されたときには、どのような

方針が示されるか分からないですけれども、砂川市にとっては大きな影響があると思って

おります。一企業を砂川市として大事な企業でありますので、そこについては十分に情報

交換をしながら砂川市の大事な企業ということで連携を図っていければいいと思っており

ます。

その北電のことと環境保全という関連というところでございますが、そこについては市

民部長が答弁しているような関連性で、それぞれのエネルギーの在り方という話の中で整

理されていくものと考えております。

〇委員長 飯澤明彦君 小黒弘委員。

〇小黒 弘委員 火力発電所の存続を求めていくということについては変わりはないと考

えていいのですか。

〇委員長 飯澤明彦君 経済部長。

〇経済部長 福士勇治君 求めていく、当然砂川市にとって大事な企業でありますので、

今後北電さんのほうでほかにも、今原発が動いていない状況ですけれども、北海道全体の

発電所の在り方というのが示された中で砂川の発電所のことが上がったときには、それは

どういう対応をしていかなければいけないかというのはあります。今も北電の所長との情

報交換の中では、奈井江が休止していますけれども、砂川については長く存続してほしい

し、違う形でも北電の施設を検討していただければありがたいという話もさせていただい

ています。

〇委員長 飯澤明彦君 小黒弘委員。

〇小黒 弘委員 ４番目のまちなかの賑わいの関係なのですけれども、このまちなかはど

こを指すと考えていいですか

〇委員長 飯澤明彦君 経済部長。

〇経済部長 福士勇治君 区域なのですけれども、南は南４号線、ホーマックのところか
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ら東はかんがい溝、東１線、北は給食センター、生協、西はオアシスパーク、大体そうい

った範囲の約２０２ヘクタール。平成１３年３月だったと思うのですけれども、旧中活計

画が定められたときに定めた範囲でございます。

〇委員長 飯澤明彦君 小黒弘委員。

〇小黒 弘委員 かなり広い範囲ですよね。今後の１０年間もそこを考えていくと読むの

か、あるいはかなり駅東部のことだとか、あるいは駅前地区の開発のことだとか、今後の

まちの顔になるということも書かれているので、集中的にこの１０年間はどこにというこ

とも大事な気がするのです。全体をいつもということではない部分があってもいいかなと

思うのですけれども、そこら辺のところはどうなのでしょう。

〇委員長 飯澤明彦君 経済部長。

〇経済部長 福士勇治君 中心市街地の範囲でございます。確かに２０２ヘクタールとい

うのは広いというイメージもあるかと思うのですけれども、基本的に砂川のまちの成り立

ちといいますか、現状を考えますと、駅を中心に金融機関ですとか商店、商店会、あるい

は病院や公共施設とか、あと住宅とか、先ほど言った２０２ヘクタールの範囲の中にあり

ますので、都市機能としてはそこが中心市街地であろうと。ただ、今後につきましては、

中心市街地の中でも駅前地区のにぎわいというところを、そこをにぎやかな場所にするこ

とで、それを中心市街地全体に広げていこうということで今後１０年間は取り組んでいき

たいという考えです。

〇委員長 飯澤明彦君 小黒弘委員。

〇小黒 弘委員 分かりました。

６点目のみんなでつくる社会の推進というところなのですけれども、これは協働のまち

づくりということで、これまでも第６期総合計画もこれがかなりもう少し分かりやすい形

で協働のまちづくりが進められてきたと私も思いますが、全体としては市民に浸透できて

いない状況にありますと書かれています。ここら辺の意味は、どう捉えればいいのでしょ

うか。

〇委員長 飯澤明彦君 総務部長。

〇総務部長 熊崎一弘君 協働のまちづくり指針が市民委員さんの元で作成されて、８年

ぐらいたちますか。指針に基づいて庁内事務については、協働を進める中でこういう考え

方にしましょうよというところでは、庁内事務はしっかりやってきているわけですけれど

も、そこを市民に目がけて広く広がっていたかというと、なかなかそこではないのかな。

協働事業、この１０年間で新たにこういう事業が出てきたのかなというところでいくと、

少し弱いところがあるということで市民に浸透できていない。これは、行政側からの働き

かけが非常に問題あるだろうという意味合いで持っているわけなのですけれども、そう考

えている部分でこういう表現をさせていただいているところでございます。

〇委員長 飯澤明彦君 小黒弘委員。
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〇小黒 弘委員 もう少し具体的に、どんな点がというのを話していただけますか。

〇委員長 飯澤明彦君 総務部長。

〇総務部長 熊崎一弘君 具体的には、小さいところから協働事業ありますよということ

で指針ではうたわせていただいているのですけれども、市民の方々がこれをやっているこ

とが協働事業だよねというものなのだというところは、残念ながらうかがい知れない、耳

に入ってこないというところが私ども行政側として、行政側から言っているのだけれども、

それを引っ張り上げていないというところを６期の反省でありましたので、引き続き広く

浸透できるようにしていかなければならないというところを７計では浸透できていないと

いう表現をさせていただいたところでございます。市民一人一人の活動が協働という、協

働のまちづくり指針に基づいて私たちは働いていますよ、動いていますよというところは、

なかなか私どものほうに届いてこないというのが、受け止めていないのだと思うのですけ

れども、届いていないというところで表現をさせていただいているところでございます。

〇委員長 飯澤明彦君 小黒弘委員。

〇小黒 弘委員 これ６期の大目玉でやって、町内会も一生懸命巻き込んでもらって、や

ってきたのはやってきたのだけれども、お金はもらえたのです。ただ、お金もらうことと、

今町内会がピンチなことは違うような感じがしていて、協働のためのということと、その

下にも多様なコミュニティ活動の推進と書かれているのですけれども、行政が思っている

協働ということと、受ける側の、今は町内会という単位でもいいのですけれども、グルー

プ、団体でもいいのですけれども、うまくマッチしていないような気がするのです。先ほ

どの質問に戻せば、浸透できていないというのは行政側が吸い上げていないという意味の

話をされていますけれども、なぜ吸い上げようとしないのか、吸い上げようがないのか、

これからはどうしたら吸い上げられるのか、その辺のところはどうでしょうか。

〇委員長 飯澤明彦君 総務部長。

〇総務部長 熊崎一弘君 今私答弁している部分は、協働のまちづくり指針の部分のもの

として答弁させていただいているのですけれども、２００超える事業が実際に市では行わ

れています。それは、６期の頭からほとんど変わっていない。人口減少ですから、それを

動かす人たちが減ってくれば協働事業も減ってくるというのはあるのですけれども、いか

んせん新しい部分というのがＮＰＯ等々の動きの中では多少あるのですけれども、劇的に

は増えていないというところがまず１点あります。

そのほかに、今コミュニティ活動の部分のお話、委員さんされておりますので、コミュ

ニティ活動については、まさに足りない部分を現場としては町内会連合会を中心とした団

体の皆さんとお話合いをしながら問題点あってお手伝いできる部分、行政が負担しなけれ

ばならない部分を考えながら、確かにコミュニティ活動の推進事業という補助金をつくっ

て、町内会の活動を積極的にやっていってほしいということはさせてもらったのですけれ

ども、今聞く部分については１０年前も同じだったのですけれども、後継者不足ですとか



－34－

担う人たちが少ないというのはここ１０年間変わっていない状況なので、そこをどう転換

していくかというのはこれから考えなければならなかったと思います。ただ、実際に人が

減っているのが、その地域、地域で増えるということが余り考えられないとすれば、役員

の年齢が１歳ずつ上がってくる、これは仕方ないことであります。ですから、それを仕方

ないということではなくて、そのいる人たちでどうやっていくかというのは研究しながら、

地域コミュニティの在り方については町内会連合会含めて、まだまだやっていかなければ

ならないということは連合会のほうからお話伺っておりますので、その辺は具体的な個別

事務事業の中で、具体的にどんな事業になるか分かりませんけれども、書いてあるとおり

みんなでつくる社会の推進の中では地域コミュニティ、最小単位の町内会さんとの連携は

十分していかなければならないと思います。今の状態でいいとは思っておりませんので、

事業は展開していかなければならないと思っているところでございます。

〇委員長 飯澤明彦君 小黒弘委員。

〇小黒 弘委員 問題点は気づかれていると思うのです。でも、それは先ほど部長がおっ

しゃったように１０年間変わっていないどころか、それぞれ１０年前まで役員も現役だっ

たり、あるいは各団体のリーダーの人たちも現役だった人たちがもうとてもやれないわと、

この１０年の間に。みんな大体７０ぐらいだった人たちがもう８０を超えようとするわけ

ですから、今までのやり方では無理なのだろうと思うのです。どうしても何かやるときは

ボランティアなのです、今までって。役員の手当が出るといっても年間で１万円とか１万

５，０００円で、まさにボランティアを当てにして無償の労働というか、無償の動きを当

てにしてやっているという状況だと思うのです。多分そのやり方は、今後もうできないの

だろうと私は思うのですけれども、でも協働をやるためには市民の皆さんたちにも動いて

もらわないことには、行政だけではとてもできないから協働というのが打ち出されたわけ

だと思うので、今後の１０年は本当に勝負だと思うのです。そこで、うまいやり方ができ

れば６０代、５０代、それぞれの人たちももう少し行政と一緒に協働でという違う流れが

出る可能性もあるでしょうけれども、今のままでやっていこうとすれば、地域は大げさな

言葉で言えば破綻してしまうかもしれないと今私は思うのです。現に最近の話ですけれど

も、ゆうがありますけれども、ゆうはボランティアの数はたくさんいたのです。でも、ど

んどん減っていって、今は２階の子供ゾーンをボランティアがいないから閉めなければな

らない状況だという話を今聞いているのですけれども、このスピードというのは想像より

もはるかに早い勢いで進んでいると思うのです。この１０年にかけて何かお持ちの考えと

いうのは、もう少し具体的な地域のコミュニティを維持したり、あるいは協働のまちづく

りをさらに進化させようとするのであるならば、具体的な何かというのを一例でもいいか

ら示していただけませんか。

〇委員長 飯澤明彦君 総務部長。

〇総務部長 熊崎一弘君 ここで具体的な部分をなかなかお示しする部分はないのですけ
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れども、地域活動する上での担っている方々の高齢化は、当然先ほども話したように１年

に１歳ずつ、役員が代わらなければ当然年齢が上がっていきますし、また社会情勢も６０

歳定年ですとか、そういうことから６０歳過ぎれば一応現役を引退して地域活動もできる

というところが年々６５歳、また７０歳過ぎてもお勤めをしているという方が増えている

中で、そういう経済状況の中で担う人が減っているというものが問題の中にあると思いま

す。年齢高いからやってはだめだということもないと思いますし、大変だという思いはあ

りますけれども、年齢が高くなっても、やれるということをプラスに思って、その後次の

世代にどう変えていくのかは、それぞれの地域のお考えがないとなかなかできないとは思

いますけれども、年をとってきたから駄目なのだということではなくて、年をとってもで

きるのだというところを踏まえながら次の世代に引き継いでいっていただけるのが地域、

地域の活動かと。地域活動で八十幾らの町内会があって、その中には固定された役員の体

制になっていてずっと後継がいないのだという部分もありますし、逆に１年ずつ変わって

くると、顔が見えなくて分からないのだと、そういう両側のよしあしがあるようなので、

そこら辺は地域の中でその地域、地域で住んでいる方がいい方向をぜひ考えてもらいたい

と思いますし、先ほど話したように町内会連合会でのいろいろな地域間の問題あるのだと

いうお話も承っていますので、それはどういうのがいいというのは研究をしていかなけれ

ばならないだろうと。行政が地域活動に率先してやらすためにという新たな団体をつくる

ことには当然ならないと思いますので、そこら辺は今までどおり地域コミュニティは最小

の単位ですので、そこのやり方として必要なものがあれば、行政に対して必要なものを求

められたら、それには真剣に考えて、展開なり、こちらからある情報を回しながら連合会

などと一緒に考えながら、地域のコミュニティ活動については考えていく必要があるだろ

うと思っております。

〇委員長 飯澤明彦君 小黒弘委員。

〇小黒 弘委員 部長にそうやって言われたくはないです。年を取るとやろうと思っても

やれないのだ。やってくださいと言わないでください。やれない状態になっているのです。

やる気持ちはいっぱいあるのです、みんな。でも、あちこち痛い、８０過ぎたらできると

思いますか。あなた、自分でやれるのだろうね、本当に８０過ぎても。という言い方をし

たくなるような今の答弁です。どうやってモチベーションを上げるのか。そんな言い方さ

れて、町内会にお金あるから、これで頑張れというものでしょう。先ほどから言っている

のは、もうみんな、先ほどから何回も言うけれども、年を取っていって、やろうとするの

だけれども、できないのです。そういう人が多くなってしまったのです。その現実は分か

っているのですか。だけれども、年を取ってもやってもらいますという話ですよ、今の話

は。違うと思うのですけれども、手を挙げているからどうぞ。

〇委員長 飯澤明彦君 総務部長。

〇総務部長 熊崎一弘君 決してそういうことは一言も言っているつもりはないです。



－36－

〇小黒 弘委員 言っているのです。

〇総務部長 熊崎一弘君 高齢者の方も活躍できる方法をしてほしい。活躍できないとき

には、後継者の方、若い方に代わってもらうというところをしてほしいということを私は

言ったつもりです。

できないのだ、できないのだと皆さんに言われると、この後なる方も、そんなことにな

ったら、そういう約束になったら大変になってやれないでしょうとなりますね。そういう

ところではなくて、やれる範囲で、やれなくなったら、それは次の人に引き続いていくと

いう方法をしなければならないです。ただ、私先ほど話したように、現役世代というのが

年数長くなってきているので、現役を退いた方の数が非常に少なくて、現役をやりながら

そういう町内会の活動をやるのは非常に大変になっていると思います。それは、各コミュ

ニティ、それぞれのやり方がありますので、それを砂川市でこうやりなさいということは

できませんので。やっていただいているのは非常にありがたいですし、ずっとやってほし

いです。委員さん言うように、もう本当に動けないのだよという方まで、それはやめるの

はまかりならないなんていう話は私一言も言っていないですし、行政側としては一言も言

いません。やれる範囲、駄目なのだ、駄目なのだというと本当に駄目になってしまいます

ので、そうではなくてという意味合いで私は言ったつもりでございますので、誤解ないよ

うにお願いします。

〇委員長 飯澤明彦君 小黒弘委員。

〇小黒 弘委員 直接生活にはみんな関係ないことをしているのです、こういう協働のま

ちづくりのことは。イベントをやるときも、みんな生業を持ちながら、何とかまちのため

にと、休みのときを利用してやるのです。町内会も一緒。皆さんみたいに日曜日出たら、

課長以上は出ないかもしれないけれども、給料が出るわけではない。それでも町内のため

だ、人のためだ、何とかこの町を活気づけるためにやろうという気持ちをどこまで皆さん

方が理解できるかということなのです。そういうことをやるのに、何かモチベーションが

必要ではないですか。休んでテレビ見ていたほうが楽なのだもの。だけれども、まちのた

めに何かやりたいという人たちだっているわけで、その人たちに対して何らかの……感謝

なのかな、気持ちなのだと思うのです。気持ちと気持ちなのだと思うのです。ありがとう

でも、ありがたいなという、そういう思いがしっかりと伝わっていけば、多分つながって

いけるかなと思うのです。だけれども、年寄りが駄目になったからといって、若い世代が

引き継いでくれるかといったら、うちの町内だけかもしれないけれども、非常に難しいで

す。私仕事しているし忙しいから、別に町内会関わっていなくもいいからと断られたとき

に、その人をどうしても引っ張ってくるということはできないので、この町内会という組

織は。ですから、もう少し違うことを、こうやって書くのであれば考えてほしいのです。

みんなこれのプロで、この担当はプロでやるはずなのだから、時間をここに割いてもらっ

て、次のコミュニティをつくるためにどうしたらいいのかということを考えてほしいので
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す。それ、我々が考えるのではなくて、協働と言っている以上は、行政にも責任があるは

ずです、それを上手に進めていくための。でも、それが私は見えないのです。これに対し

て何かご所見ありますか。

〇委員長 飯澤明彦君 総務部長。

〇総務部長 熊崎一弘君 委員さん、協働の地域で活動するコミュニティの町内会活動と、

あとイベントとかの活動と別だと思うのです。今一緒に聞かれたので、どうやって答えた

らいいか困っているのですけれども、地域のコミュニティの活動というのは、今見守り活

動もそうですし、地域の一番身近なところで活動してもらいましょうということで行政側

からの働きかけもありながらコミュニティ活動としてやっていただいています。そこは、

生活する上で向こう三軒両隣でないですけれども、近くの人たちが困っていることを助け

合っていきましょうというのがコミュニティ活動、町内会の活動の一つだと思っています。

そこは、イベントでは決してないと思っています。コミュニティについては、そういう課

題があるので、課題解決するためにいろいろなことを考えなければならないと思っていま

すし、また協働でイベント、いろいろなまちづくり事業をやるという部分については、そ

れは目的がいろいろあると思います。それは、人を集めて、集めることによって商売がど

うにかなるのでないかとか、それとか古いものを使いながら新しい試みをしようだとかと

いう、そういう目的があって、まちづくりという一つの言い方になっているようですけれ

ども、まちづくりの事業をやるのに団体をつくってやっているというのは、それを引き離

して考えていただきたいのですけれども、まちづくり事業については目的が行政と合致す

る部分については、各イベントについてもそうですけれども、イベントの補助というのは

当然あります。それは、いろいろな事案があって、そのもの自体が価値という言い方には

なりませんけれども、行政でお手伝いしたほうがいいだろうというところの判断になって、

今は観光協会さんのほうで補助をもらいながらイベントとかをやっている事例があると思

います。それは、きちんとした基礎がありながらという言い方はおかしいですけれども、

何回もそういう自主的にやっていった中で広がりをつくるために補助が必要、お金が足り

なくなってという補助の手法として観光協会の中でイベントのお金を補助しているという

例があると思います。それと地域活動は当然違うと思いますし、それ以外に地域の美化活

動したいのだというところ、それから私たちが住んでいる近くの草取りをしようという団

体があります。それは、お金が欲しくてやっているわけでもないですし、目的は自分たち

が住んでいる場所をきれいにしたいという思いがあってやっているのだと思います。活動

するお金が足りなくてやれないのだったら、そういうお話があれば、集める手法というの

はおかしいかもしれませんけれども、それが行政でやることかどうか、本来は道路をきれ

いにするという事業は行政がやらなければならないことを協働事業の意味合いを持ってや

ってくれているのであれば、何らかのお手伝いする必要があるのでないかというのは出て

くると思います。それは、そのもの、そのものの違いであって、やっているから全部お金
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出しますよということに当然ならないと。それは、ご存じのことと思いますけれども、そ

のもの、そのもので活動する自体でお金要る要らない、何度も議会の中で言われています

けれども、お金出すことだけがその活動のプラスになるとは思っておりませんので、それ

ぞれの団体に応じて、協働の事業かどうかは別にしまして、今選択しながらやっていると

ころでありますし、ここは重点課題でございます。これを課題として、１０年間これから

の課題としてやりましょうという意思表示の重点課題の推進でございますので、これから

これに対して個別事業をそれぞれやっていくということですので、これにないことに対し

て批判されても結構なのですけれども、しっかりこれからこうやっていきましょうという

ことで、推進していきましょうということで表示しているわけですので、具体的な事業の

批判はお受けしますけれども、ここに記載するのがおかしいということにはきっとなって

こないとは思うのですけれども、そこはご了解いただきたいと思います。

〇委員長 飯澤明彦君 小黒弘委員。

〇小黒 弘委員 部長、笑いながら答弁をするような話をしていないのです、私。後ほど

自分のところの録音部分を聞いてみたらいい。イベントと地域の活動とは別だと、コミュ

ニティとは別だとおっしゃったのです。どこが別なのですか。イベントはもうけるから。

この企画をする人たちがもうけているのか。勘違いしていますよね。最近総務部長もいろ

いろなイベントに私服で顔出す姿を見ているから、ああ、結構見に来てくれているのだな

と思っているのです。でも、今の答弁は協働ということと我々市民ということを分かって

いないという答弁に私には聞こえました。イベントが金もうけ、冗談ではないでしょう。

１１日にやるイベント、まちの活性化のために彼らはやろうとしているのです。もうける

ためにやろうとなんてしていませんよ。そんなことをもし言ったら、彼らはがっかりする。

町内会も一緒でしょう。どうしてそれを一緒にしてもらったら困るまで言えるの、あなた。

まさに協働のまちづくりの担当部長として話をしていいことではないです。そう思わない

か。

〇委員長 飯澤明彦君 総務部長。

〇総務部長 熊崎一弘君 地域コミュニティの町内の活動とイベントやられているイベン

ト団体の活動は私違うと言いました。これは、変わらないです。別だと思っています。イ

ベントやられている方がもうけようとしてやっているなんて、私一言も言っていないつも

りでいます。言ったのであれば、それは謝らなければならないと思いますけれども、イベ

ントやっている人が稼ぐ、それは企業でしょうから、仕事でしょうから、そうではないで

す。イベントやられている方は、自分のもうけのためには一切やっていません。ただ、そ

れはイベントやることによって地域の活動が商店街に人を呼んで、商店街が華やいで、商

店街にお客さんがいてという思いあるのでないでしょうか、きっと。それを自分たちに返

ってくるか。返ってこないのです、イベントやっている方々は。でも、イベントやってい

る方はそういうお客さんが来て楽しんでくれていることを、生きがいと言ったらおかしい
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かもしれませんけれども、それをよかったと思いながらやっていると思っています。委員

さんの指摘のようには思っていませんので、その辺誤解のないようにお願いします。

〇委員長 飯澤明彦君 沢田広志委員。

〇沢田広志委員 まちづくりの重点課題の推進ということで、４番目のまちなかの賑わい

の推進というところの関係から聞かせていただきたいと思います。

この中で見ると、基本的には重点課題ですから、特に駅前地区の開発、新たにまちの顔

となる拠点施設を整備しますといった部分、ここが一番大きい部分あるのかなと私は受け

止めております。これは、もう既にそのための準備も含めてやっているところでもありま

すが、第７期総合計画ですから、この１０年の中で駅前地区の開発がある程度でき上がっ

た後、砂川市としてはまちなかの賑わいづくりの関係からこのほかには何も考えていない

のかどうか、この辺聞かせていただけないでしょうか。

〇委員長 飯澤明彦君 経済部長。

〇経済部長 福士勇治君 重点課題整理する中では、これまでの中活の動きですね、そこ

でやってきたこと、まだやり切れていないことというのの整理がありまして、その中では

中心市街地の活性化というところがもう少し力を入れなければならない。まちの様子を見

ますと、整理をしなければならない場所があるということから、今も進めていますけれど

も、駅前地区の開発、そこをまちの顔ということにこの後していくのですけれども、先ほ

ども答弁しましたけれども、そこを核として、そこでのにぎわいを中心市街地全体に広げ

ていくということをこの１０年間では取り組んでいきたいということで、個別具体のこと

につきましては、今もう既にやっていることもそうなのですけれども、そういったことを

やりながら新たにまちの皆さんの声を聞きながら、いろいろなことに取り組んでいきたい

という考えです。

〇委員長 飯澤明彦君 沢田広志委員。

〇沢田広志委員 整備することについて、私は反対をする何物でもありません。まちの顔

として、今までのまちの顔というのはＪＲ砂川駅前、今中央バスターミナルのターミナル

施設はないですけれども、バス停に止まる、そしてなおかつ駅前であるといったところが

今まで言うまちの顔になっているのだと私は思っておりますが、今回の場所も駅前でもあ

りますから、新たなまちの顔ということについては、それはそういう形で進めてもらいた

いと思うのですが、ただあの周辺や砂川市内の国道沿線を見る中では、例えば駅前でいえ

ば国道１２号線、あそこは商店街があるといっても、東側がほとんど空き地になってきた

りとか、駅横であればパークホテル側の道路向かいにあった小さなラーメン屋さんがなく

なって、全部更地になってしまった。あそこも結構市外から来る方がたくさんいたという

のを聞いていますし、その南側の銀座通り。銀座通りもほとんどお店屋さんとしてなって

いるところが少なくて、なおかつ廃屋のような、もしくは空き地になっていたり、さらに

は南のほうに行くと朝日商店街の中もお店があったところ、空き店舗だったのが空き地に
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なる。それはしようがないと思うのは、あの辺は大きな土地の所有者がいて、あそこから

出るということは全て更地にしていかなければいけないという、そんな状況がある中で、

そういったところがどんどん出来上がってきているということを考えると、今回の中心市

街地の駅前のことについては、やることはしっかりとやっていただきたいと思うのだけれ

ども、これがどうやって広がっていくのかということについては、どうも私も疑問に思っ

たりイメージが湧かない部分あるのですけれども、この辺恐らく政策の部分でもいろいろ

やるというのもあるかと思いますけれども、今の段階でどんな考えしているのか聞かせて

いただけないでしょうか。

〇委員長 飯澤明彦君 経済部長。

〇経済部長 福士勇治君 駅前、今の場所については、市民の声を聞きながら、その前に

は会議所が中心となった協議会から提言をいただいて、話としては進んでいるのですけれ

ども、市民の声を聞くと、様々なにぎわいの場所になったらいいなという意見もいただい

ています。全部が実現できるわけではないのですけれども、そういった意見を取り入れな

がら、皆さんが使い勝手のいい場所になっていくということで人が集まってくる。そこで

の波及効果を広げていくということですので、今具体的にこういった事業をするのだとい

うことではなくて、基本的な考え方としてそういう考え方を持ってこれから進めていきた

いということでございます。それぞれ商業、近商の地域の中でお店がなくなるという状況

は確かにありますが、一方で空き店舗だったところに新しい店が入ったり、改装されてお

店が開かれたりということで、抜けていく部分もあるのですけれども、中小企業等振興条

例の中で商業地域の中にお店入ってきてくださいという支援もしていますので、そういっ

たことも併せながら、駅前の今回の場所を核として中心市街地の活性化を図っていきたい

という考え方です。

〇委員長 飯澤明彦君 沢田広志委員。

〇沢田広志委員 考え方自体は理解させていただいております。ですから、その辺はしっ

かりとやっていただきたい。

先ほど言い忘れましたけれども、もう一つ危惧する部分が十字街の辺り、南１丁目の西

側のところ、名前を言ってはあれですが、お菓子屋さんのあったところも更地になって、

その並びも経営されていた方が亡くなってしまったりして、結構あの辺がずっと信用金庫

までの間、ここだって何となく今後どうなのだろうということを考えたときに、核となる

駅前があって、駅前から恐らく、ここに書いてあるようにこれは主に観光の人方がメイン

かと思うのだけれども、点と線を結んでいくということがあるということなので、重要だ

と思っているし、しっかりやってもらいたいと思うのだけれども、ただ見たときに点と線

で結んだだけの状況で、見たら何かそこだけがぽつっとあるよといったようなことになる

のではないかと私は危惧をしております。これは１０年間の計画だし、そういったことが

あっても、市としても後で施策別の部分もあるから、いろいろ取組もあると思うのですけ
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れども、そういったことで、こういったまちになるけれども、少しでもまちの顔が駅前だ

けでなく全体的になってほしいと思っていますから、そういったことが必要なのかなと思

っているものですから、いろいろ市民の皆さんとの意見も聞きながら、また関連するとこ

ろも聞きながら実施していくということでありますから、しっかりとやっていただきたい

と思うのですけれども、その辺の意気込みみたいなことあれば、さらに聞かせていただけ

ないでしょうか。

〇委員長 飯澤明彦君 経済部長。

〇経済部長 福士勇治君 意気込みということでございますが、これからこういうことを

やっていこうということで表明している事業です。そのこと自体が意気込みだと思ってい

ただきたいですし、今委員がおっしゃられたことにつきましては、私どもも同じような考

え方、同じ状況を見たときの考え方を持っています。もちろん状況としては、店がなくな

っていっているという状況もありますけれども、一方ではよそのまちの方たちからは砂川

は最近おしゃれなまちになってきているよねという評価もあります。だからといって、今

の状況がいいというわけではないのですけれども、スイートロード協議会の取組ですとか、

観光協会の取組ですとか、様々な皆さんの取組ということが市外の方からも今評価されて

いるという状況がありますので、ハイウェイ・オアシスからオアシスパークまでの間の真

ん中にまちの顔となる場所ができて、まち全体がにぎやかな場所になればいいなと考えて

います。そのための、まずはこの１０年間の中でまちの顔となる場所を整備しながら、そ

こがにぎやかになっていって中心市街地が活性化していくということをここでは表現させ

ていただいています。意気込みにつきましては、十分意気込んでおりますので、よろしく

お願いいたします。

〇委員長 飯澤明彦君 沢田広志委員。

〇沢田広志委員 しっかりとやっていただきたい。担当者が何年かに１回ずつ代わってい

く要素あるかもしれませんけれども、皆さんでつくり上げていく総合計画でもありますか

ら、これに基づいていろいろな政策も打っていただきたいと。

最後に確認だけさせていただきたいのですけれども、今回駅前地区の開発、新たにまち

の顔ということで、重点課題なのだけれども、駅前地区の開発で駅前地区というのはどの

辺りぐらいまでを考えていいのか。今回施設を造る、整備する、あのところが駅前にある

から駅前地区だとなってしまうのか、もし考え方を持っているのだったら最後に聞かせて

いただけないでしょうか。

〇委員長 飯澤明彦君 総務部長。

〇総務部長 熊崎一弘君 ここで書かせていただいている駅前地区の開発の部分について

は、後段に書いてあるまちの顔となる拠点施設につながる文面でございますので、パチン

コ屋跡の砂川市が購入しております土地建物、それから２条側の駐車場、その部分をここ

では言わせていただいております。
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〇委員長 飯澤明彦君 他にご発言ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

次に、基本構想５、まちづくりの基本目標について質疑ございませんか。

高田委員の質問は休憩後に行います。

１０分間休憩します。

休憩 午後 １時５１分

再開 午後 １時５９分

〇委員長 飯澤明彦君 休憩中の会議を開きます。

基本構想５、まちづくりの基本目標についての質疑に入ります。

高田浩子委員。

〇高田浩子委員 それでは、基本構想のまちづくりの基本目標について質問させていただ

きたいと思います。

基本目標３の教育・文化・スポーツ、豊かな心と学ぶ力を育むまちということで、施策

１から５まで、生涯学習、学校教育、社会教育、芸術・文化・文化財、そしてスポーツと

いうことで、６期とはまた時代の背景がとても変化していると思うのです。特に学校問題

ではＧＩＧＡスクール、オンライン授業、学校統廃合なども控えておりますし、６期とは

随分さま変わりしていると思うのですけれども、７期では新たにどのように考えたのか伺

います。

〇委員長 飯澤明彦君 教育次長。

〇教育次長 河原希之君 記載されている５つの施策につきましては、６期から変えてお

ります。変えた内容について、これからご説明させていただきたいと思いますけれども、

まず一番最初の生涯学習では、６期計画では一人一人が自ら学び、人生を豊かにするまち

づくりとしておりましたけれども、今回７期の関係では目まぐるしく変化する社会への対

応、地域課題の解決のための個人の学びのほか、これから先１０年につきましては学んだ

成果を発揮できるそういうステージ、それの提供をより多くして、学びと、それから活動

が好循環するような生涯学習社会の構築、これを目指したいということでありまして、７

期の基本施策につきましては生涯にわたって誰もが学び、その成果を生かすことのまちづ

くりとしたところでございます。

続いて、２番目の学校教育については、６期の中では子供たちの生きる力を育み、可能

性を伸ばすまちづくりとしておりましたけれども、７期の計画では今般新学習指導要領と

いうのがありまして、それが変わっておりまして、これからの社会を生き抜き、新たな未

来を切り開いていくための生きる力を育む教育の推進、これがうたわれております。６期

の中で後段の部分になりますけれども、可能性を伸ばすとしておりましたけれども、これ

を新たな可能性を広げるほうがこれからの時代を生き抜くために求められることから、７

期の基本施策については子供たちの生きる力を育み、可能性を広げるまちづくりと変更を
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しております。

次に、社会教育につきましては、６期計画では青少年の健全育成を進めるまちづくりと

しておりましたけれども、７期計画では近年地域で家族形態の変容や社会的孤立という地

域問題が発生しております。これらの問題に対応していくために、公民館を拠点とした社

会教育の充実と、それから図書館における家庭、学校、地域と連携しての読書活動の推進

や家庭教育の充実、それから地域において子供を見守り育てる青少年の健全育成というこ

とを進めていく必要があると考えまして、公民館施策、図書館施策、家庭教育施策、青少

年健全育成施策を社会教育という一くくりにして、今回地域とのつながりを育み、学ぶ環

境の充実したまちづくりと変更をしております。

次に、芸術・文化・文化財につきましては、６期計画では豊かな心とふるさと意識を育

むまちづくりでありましたけれども、７期計画では芸術・文化につきましては人々の創造

性を豊かにすると、さらに社会に対しても心豊かな社会を形成するという役割が文化芸術

基本法の全文にも明記されていると。その役割を果たすことを目指すためであることと、

さらに文化財や郷土資料については適切な保存、伝承を行って、それを知ることによる郷

土愛の育みといったところを今後１０年で重点的に目指したいということでありまして、

文化に親しみ、郷土への誇りを育むまちづくりとしたところでございます。

最後にスポーツになりますけれども、６期計画ではスポーツ、レクリエーションに親し

めるまちづくりとしておりましたけれども、７期計画ではこれまでスポーツをしていなか

った高齢者や障害者等の方々にもぜひスポーツへの参加をしていただくと、そういう促し

をするとともに、市民誰もがいつでも、どこでもスポーツを楽しめるという生涯スポーツ

社会の実現、これを目指していく。さらには、そのことによって健康的な暮らしにつなげ

るということを目指すために、７期の施策ではスポーツ、レクリエーションに親しみ、健

康的で生きがいのある暮らしを推進するまちづくりとしたところであります。

以上のように１０年前とは時代背景や取り巻く環境が大きく変わってきておりますので、

これからの社会に取り組む必要なこと、目指すことについて、７期計画では記載の５本の

基本施策としたところでございます。

〇委員長 飯澤明彦君 他にご発言ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

次に、基本計画３、まちづくりの施策別計画に入ります。基本目標１、医療・保健・福

祉の施策１―１、子育て支援、母子保健、母子・父子福祉、施策１―２、高齢者福祉、施

策１―３、障がい者福祉、施策１―４、地域福祉について質疑ございませんか。

高田浩子委員。

〇高田浩子委員 それでは、基本目標１の医療・保健・福祉の中の１番、まず子育て支援

についてなのですが、現状と課題の中で子育てと仕事の両立を支えるため、家庭の状況や

ニーズに応じた保育環境などの充実を図るとともに、関係機関との連携を図りながら、保
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護者に対する支援を行う必要があるとなっているのですけれども、今後１番、２番、３番、

４番、５番と取り組んでいくかと思うのですが、その中で保育サービスの充実ということ

で、先ほども子育てと仕事の両立と書かれておりました。最終目標値が待機児童がゼロと

されているかと思うのですけれども、ゼロ歳児に対して枠が少ないのではないかと思うの

ですが、まず年間の出生率とゼロ歳児の定員について伺います。

〇委員長 飯澤明彦君 社会福祉課長。

〇社会福祉課長兼子ども通園センター所長 安田 貢君 まず、出生について、ふれあい

センター所長がこの後ご答弁いたしますが、ゼロ歳児の保育所の入所定員につきましては、

今市内３保育所で合わせて１７人がゼロ歳の１号の目安として定員として設けているとこ

ろでございます

〇委員長 飯澤明彦君 介護福祉課長。

〇介護福祉課長兼ふれあいセンター所長 佐藤哲朗君 それでは、私から年間の出生数と

いうことでございます。

昨年度の出生数、元年度は７５人となっております。

〇委員長 飯澤明彦君 高田浩子委員。

〇高田浩子委員 ７２人でよろしかったですか。

〔「７５」との声あり〕

７５人ですね。年間の出生率が７５人、その中でゼロ歳児保育が１７人は、市の規模と

しても少ないのではないかと考えます。これからは、先ほど人口のところでもお話があり

ましたけれども、人口も１０年間で間違いなく減ってくるのではないかと予想されるとこ

ろではありますが、ゼロ歳児を保育所に預ける、共働きをされる方が非常に多くなるので

はないかと。ですから、今までと同じでは足りないのではないかと思うわけですけれども、

この目標数値については現状のままゼロに持っていくということなのでしょうか。それと

も、ゼロ歳児の枠を、定員数ゼロ歳児に限らず、定員数を少し増やした上でのゼロという

目標ということでいいのでしょうか。その点について伺います。

〇委員長 飯澤明彦君 社会福祉課長。

〇社会福祉課長兼子ども通園センター所長 安田 貢君 今回設定いたしました保育所待

機児童数ゼロという目標につきまして、３保育所の定員２４０人でありますけれども、そ

の中でもゼロ歳児、今１７人のところ増やすという考えはございませんで、総定員があく

までも２４０人の中、一つの目安としての１７はそのままでありますけれども、保育所に

おきましてはその時々の入所の要望状況に応じまして、施設の子供１人当たりの基準面積

または保育士の配置の状況が可能というときには、定員を超えてお受けしているという現

状がございまして、今現在乳児についても１８人お預かりしているというところでござい

ます。

今後の１０年におきましても、基本的に１７人でありますけれども、状況が可能であれ
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ば定員見込み数を上回るお預かりということも含めて対応を検討してまいりたいと考えて

ございます。

〇委員長 飯澤明彦君 高田浩子委員。

〇高田浩子委員 その時々によって対応をしていきたいというお話でしたけれども、１０

年の計画ですから、今後は広げていくことも非常に大切なのではないかと考えます。砂川

の人口の規模から考えると、ゼロ歳児の定員枠はすごく少ないです。先ほどもおっしゃっ

ていましたけれども、保護者のニーズに合わせてということですけれども、ぜひとも保護

者のニーズに合わせて答えていっていただきたいと思います。

続きまして、③番の児童育成環境の充実ということですけれども、安全で安心に過ごす

ことのできる放課後の居場所や学童保育事業の体制強化と質の向上を図り、様々な遊びや

体験活動、集団活動を通して豊かな心の育成に努めますとあります。こちらもゼロという

ことですけれども、今後も１から３年生の低学年に対して保護者が仕事をされる可能性も、

学校の人数は減ったとしても、学童の人数が減るのではなく、どちらかというと増えるの

ではないかと全国的にも予想されておりますが、その点について考えと１０年間の試みに

ついて伺います。

〇委員長 飯澤明彦君 社会福祉課長。

〇社会福祉課長兼子ども通園センター所長 安田 貢君 学童保育所の待機児童数をゼロ

とするという指標についてのご質問でありますが、その前のページに学童保育所入所者数

の推移も資料として掲載させていただいているところであり、定員については現在５つの

学童保育所で、北光だけは３０ですが、そのほかの４か所は４０でありますので、トータ

ル１５０という中、そこまでには至っていないのが現状でございます。つきましては、今

後学童保育ニーズの上昇ということもあり得るかもしれませんが、現状の定員数を維持し

ていくことによって、待機児童数は恐らく発生することは防いでいけるのではないかと考

えているところであります。

〇委員長 飯澤明彦君 小黒弘委員。

〇小黒 弘委員 進み方が早くてきちんと調べていないところもあるので、お伺いしなが

らなのですけれども、学童保育所の入所者の推移という表がありますけれども、たしかこ

の前の決算のときの事務報告書を見ると、令和元年度、こんな少なくなかったように思う

のですけれども、例えば砂川の学童保育所は３５とかではなく、もっと多かったように思

うのですけれども、これ令和元年度だけ取ってみて合っていますか。

〇委員長 飯澤明彦君 社会福祉課長。

〇社会福祉課長兼子ども通園センター所長 安田 貢君 先般事務報告でご報告申し上げ

ている学童保育所の人数につきましては、通年及び短期利用の総日数という形でご報告し

ている中、今回のデータにつきましては事実上頻繁に使われるという意味での通年の入所

者数をベースとしてご報告しているので、差が生じているところでございます。
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〇委員長 飯澤明彦君 小黒弘委員。

〇小黒 弘委員 事務報告では、もっと多いですよね。多いところが、たしか砂川学童保

育所と空知太かな、かなり多いですよね。確かにこの状態だと通年だということになるの

でしょうけれども、今資料ありますか。砂川学童保育、ないですか。見ていますか。何人

ですか。

〇委員長 飯澤明彦君 社会福祉課長。

〇社会福祉課長兼子ども通園センター所長 安田 貢君 砂川学童保育所、事務報告でご

報告申し上げました人数につきましては、４月１日で７３人、１０月１日で同じく７３人

でご報告申し上げております。

〇委員長 飯澤明彦君 小黒弘委員。

〇小黒 弘委員 その事務報告、決算のとき聞こうと思っていたことなのですけれども、

通年であっても、短期であっても、その人数というのが同じだと思うのです。つまりそろ

そろ砂川学童だとか空知太は場所が狭くなってしまっているのでないかと思っているので

すけれども、その辺のところは今後学童保育所の待機児童もゼロということではあるのだ

けれども、現状的に言えば日にちによっては相当密な状態になっている可能性もあると思

うのです。その辺はどうですか。定員より大分オーバーしていることになるわけです、そ

の事務報告書でいくと。ほとんどがオーバーしていて、特に砂川学童とか、たしか空知太

も多かったのではないかと思うのですけれども、その辺のところは大丈夫なのですか。

〇委員長 飯澤明彦君 社会福祉課長。

〇社会福祉課長兼子ども通園センター所長 安田 貢君 先ほど砂川学童の事務報告の人

数申し上げましたが、空知太についてもご答弁申し上げますと、令和元年度、空知太は４

月１日で６２人、１０月１日でも６２人という状況でございます。つきましては、ご質問

の４０定員に対しての現状としての懸念ということでございますけれども、短期利用の実

情で申しますと、極めて限られたご利用が多いという現状がございます。つきましては、

事実上といいますか、実態としての数値でこちらのほうでご報告しているような状況であ

りますけれども、今後確かにご指摘のとおりさらに増加という傾向が見られる場合には、

１人当たりの学童保育室の面積を約２平米という考え方で今設置しております。その中で

さらに極めてニーズが増加ということになりましたら、どのような対応方法があるのか、

５か所のうち４か所は学校の一部を使用させていただいているという状況もございますの

で、必要に応じて教育委員会、関係機関と協議はさせていただくこともあり得るものとは

思います。

〇委員長 飯澤明彦君 小黒弘委員。

〇小黒 弘委員 今後のことなのですよね。ただ、学童保育、今空き教室を使ってやって

いるわけではないですよね。教育委員会、そうですよね。ですから、そう簡単に、例えば

中央の学童を見に行ったことがあるのですけれども、体育館の横のところのもうあの部屋
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しかないはずなのです。普通教室を急に増やすといっても、多分それはできないのかでき

るのか分かりませんけれども、今特に砂川学童は結構な人数の違いがあるわけです、この

表から比べれば。余り先の話ではなくて、そういうことが起こり得るのではないかと思っ

ています。

今はそれでいいです。今後そういう現状を見ながら進めていってほしいと思うのですけ

れども、これは基本的に例えば子育て支援、１―１があるわけですが、もちろん施策はも

っともっとあるわけですよね、ここに書かれているもの以外にも。この見方なのですけれ

ども、事業はもっとたくさんあるのですよね。

〇委員長 飯澤明彦君 保健福祉部長。

〇保健福祉部長 中村一久君 事業の数ということでございますが、委員さんおっしゃる

とおり、ここでは本文４行分しかございませんけれども、子育て支援環境の充実というこ

とで、中に記載のとおり妊娠期から切れ目のない支援を実施するとともに、児童虐待の予

防や早期発見、早期対応ということで、妊娠期から子育て期にわたる期間全般についてこ

こで触れているということで、特にこの１０年間では切れ目のない支援を実施するという

ことで、具体的に今子育て世代包括支援センターの準備もしておりますし、児童虐待とい

うのもここ数年砂川では通報も含めまして若干増加傾向にあるということで、この１番目

の文章の考え方というのは、全般的なことを網羅したということでご理解を願えればと思

います。

〇委員長 飯澤明彦君 小黒弘委員。

〇小黒 弘委員 それで、この指標の作り方なのですけれども、それぞれ１つずつしかな

いわけですよね、指標が。でも、事業はもっとたくさんあるはずなので、何でこれを選ん

だのかお伺いしたいのですけれども。

〇委員長 飯澤明彦君 社会福祉課長。

〇社会福祉課長兼子ども通園センター所長 安田 貢君 指標の選択ということに関しま

しては、まず子育て支援、①でありますけれども、これはまさに５年に１度作成しており

ます子ども・子育て支援事業計画においてアンケートを取らせていただいている中、子育

て全般について、その当市としての環境にご満足いただいているかどうか、これが最も子

育て支援についての環境を充実している点での指標にふさわしいものと判断したところで

ございますし、また②は保育所、次ページでございますが、③は主に学童保育、また放課

後の居場所、放課後子ども教室ということもあろうかと思いますが、その中で最も肝要な

ことが待機児童を出さないという国の指針に沿った形をこの１０年の中でも実践していく

ことを重視した中でそれぞれ待機児童数をゼロという指標を掲げたところでございます。

〇委員長 飯澤明彦君 小黒弘委員。

〇小黒 弘委員 つまりこの①だけを取ってみても、もっと事業はたくさんあって、その

一つとしてこれを今出したと。これ、ほかの指標の評価も当然するのですよね。項目とし
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てここに上がってきているのは代表的なものだけれども、それぞれもっと事業は①だけ取

ってもたくさんあるだろうから、その評価はそれぞれやっていくということでいいのです

よね。

〇委員長 飯澤明彦君 社会福祉課長。

〇社会福祉課長兼子ども通園センター所長 安田 貢君 子育て支援についてで申し上げ

ますと、５年に１度作成している子ども・子育て支援計画ではニーズの、いわば就学前の

保護者の方及び小学生を持つ保護者の方に対して各種事業メニューの実施状況等ご利用の

状況、またそれに対してのご意見なども含めたアンケートを行っておりますので、そうい

った意味におきまして子育て関連についてはまさに評価を５年に１度は行っていくという

ことで考えてございます。

〇委員長 飯澤明彦君 政策調整課副審議監。

〇政策調整課副審議監 玉川晴久君 まず、事務事業評価の関係ですけれども、こちらの

例えば①の子育て支援環境の充実でいえば、これが基本事業になりまして、この下に事務

事業が幾つかぶら下がっています。そちらについては、総合計画にはのらないのですが、

実施計画のほうにまずのる形になります。それができ上がりましたら、それを見ていただ

ければ、この下に幾つか事務事業が並んでいまして、その事務事業についても一つ一つ成

果指標をまず設けています。そちらについては、同じく毎年実績を確認しながら評価して

いく形になっております。

〇委員長 飯澤明彦君 小黒弘委員。

〇小黒 弘委員 具体的に①の子育て支援の関係なのですけれども、就学前児童で現状値

として満足している世帯が５５．６％、小学生の段階では４５．４％で、子育て世帯の半

分以下という状態なのです。これは、非常に子育て支援に充実をしているといつも言われ

ている市長にとってみると、この子育て環境に満足している世帯の割合がすごく少ないな

と思うので、施策そのものと受けている人たちとのギャップというのが出てしまっている

のかなと思うわけですけれども、その辺は原課はこの現状値についてどう把握というか、

考えをしていますか。

〇委員長 飯澤明彦君 社会福祉課長。

〇社会福祉課長兼子ども通園センター所長 安田 貢君 ご指摘の現状値についてであり

ますけれども、この内訳といいますか、残りの例えば就学前であれば４４．４％がどのよ

うな数字かと申しますと、どちらとも言えないという方が約３割、そして余りそう思わな

いという方が約１割で、ごくごく若干思わないという方という状況でありまして、どちら

とも言えないという方が３割を占めている結果の中での半数以上のご評価をいただいてい

るということについては、決して低い数字ではないものと所管では考えているところでご

ざいます。

〇委員長 飯澤明彦君 小黒弘委員。
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〇小黒 弘委員 取り方ですよね。どちらとも言えないというのを前向きに評価するか、

こちら側に評価するかというので、でもこれで取ってしまっているのだから、普通まあま

あまでですよね。ですから、これで合っていると思うのです。指標としてはいいと思うの

です。そういう意味で言って、もう一つ子育ての関係でいくと、定住についても３０歳、

４０歳代ぐらいが非常に厳しい評価を砂川市にしているのです。それと、もう一つは、ア

ンケート調査で今後少子化への対応で必要なものという項目があって、その中で子育て世

帯の費用負担の軽減を望んでいるアンケートの回答者が３０歳未満で６０．６％、３０歳

代では７９．５％にも上がるというアンケート結果が出ているのです。そういうことから

すると、今現状でいうと子育て支援の環境、これに満足していないという人たちがかなり

いるということだと思うのです。その現状値を基に中間目標、最終目標というのを定めて

いるわけなのだけれども、なぜこういう結果に今なっているのだろうということは、多少

なりとも分析をされていますか。

〇委員長 飯澤明彦君 社会福祉課長。

〇社会福祉課長兼子ども通園センター所長 安田 貢君 子育て世代の２０代から４０代

の皆さん方にとりまして、経済的負担が非常に重く感じていられる。というのは、本市に

限らず、全国的に少子化の要因の一端に今なっているものかと存じますが、本市といたし

ましては例えば保育所、幼児教育、保育については無償化が既に導入されている中、さら

に２歳以下のお子さんを持つ親御さんに対しての、いわば保育料軽減ですとか、そのほか

様々なおむつクーポンですとか、まさに多数の経済的負担を少しでも緩和いただけるよう

な施策も実施しているところでありますので、そういったことについて、また改めて機会

あるごとに市民の皆様に啓発、広報、周知をすることによってご理解を賜っていきたいと

考えてございます。

〇委員長 飯澤明彦君 小黒弘委員。

〇小黒 弘委員 今いろいろな施策を打ってきたのだけれども、特に小学生を育てている

子育て環境ということからすると、半分行かない人たちしかある程度満足していないと思

うと、まだあと何をやったらいいのだろうという感じになりますよね。子育てには、毎年

お金がかかっていくので、そこはなかなか大変なのだと。もしかすると、第６期で市長は

力を入れてやってきたのだけれども、そのやってきている内容と受ける側の人とのミスマ

ッチが起こっているのだとすれば、そこをもう少し分析をしてやっていかないと、せっか

く予算使っていながら、半分か半分以下の人しか満足していないという答えが返ってくる

とすれば、そこはただ単純にそこを上げるではなくて、もっとどういう施策だったら満足

度が高くなっていくのかということもしっかりと把握をしてやっていかないと、せっかく

のお金がもったいないと私は思うのですけれども、その辺のところで何かありますか。

〇委員長 飯澤明彦君 保健福祉部長。

〇保健福祉部長 中村一久君 市民のニーズということにつきましては、あらゆる機会を
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通じてニーズ把握に努めていきたいと考えております。ただ、資料の中で、今手元にはご

ざいませんが、その子育て支援の制度そのものを知らなかったという、そういった市民の

方々もいる、そういう事業もございますので、こちらから積極的に実施している事業につ

いて市民の皆様にご紹介をして活用していただくという、そういう取組も必要ではないか

と考えております。

〇委員長 飯澤明彦君 小黒弘委員。

〇小黒 弘委員 そこもあるだろうなと思います。もったいないと。よくお母さん方と話

すときに、それ知らなかったという答えが結構あるので、もったいないと思います。

④の母子保健対策の充実が乳幼児の健診受診率９９．７％、ほぼ１００％に近いのだけ

れども、これは１００になっていないというのはどういう理由があるのですか。

〇委員長 飯澤明彦君 介護保健課長。

〇介護福祉課長兼ふれあいセンター所長 佐藤哲朗君 元年度の乳児健診の受診率ですけ

れども、１件の方が生まれて入院されたままになりまして、この方の場合はそのまま施設

にも入所されたということで、保健師が関わる機会がないままということなので、１００

％にはならなかったということでございます。

〇委員長 飯澤明彦君 小黒弘委員。

〇小黒 弘委員 それでは、普通の場合だったら１００％になるということですね。

それと、地域で支え合う福祉のまちづくり、１―４のほうに行きますけれども、ここに

現状と課題というのがあって、上から５行目ぐらいに、地域においてお互いに思いやりを

持って支え合う意識を高めと、先ほどの話とまたダブってくるのですけれども、どうも地

域任せというか、もう少しこういうことは行政がしっかりやっていかなければならないの

ではないかと思うのですけれども、地域においてお互いに思いやりを持って支え合う意識

を高めといっても、そう簡単ではないのですということなのです。支え合う意識を高めて

いくのはどうしたらいいのでしょうというのをお伺いします。

〇委員長 飯澤明彦君 社会福祉課長。

〇社会福祉課長兼子ども通園センター所長 安田 貢君 地域においての支え合う意識で

ございますけれども、現状といたしまして、例えば民生委員さんがそれぞれの町内を福祉

の観点で様々な相談事に乗っていらっしゃったり、そのような日頃の生活上の悩みに相談

に乗っていたりという現状もございます。また、町内会でなかなか支えていくことの難し

さといったご指摘でございますけれども、まさにそういった難しさもあると考えられる、

その一方で、例えば高齢者の方について介護予防のふれあい生き生きサロンではボランテ

ィアの方によって地域における介護予防活動も今行われているといった状況もございます

ので、そういった地道な活動が行われているということも行政の側として啓発をすること

によって、より支えていただけるような人材がお一人でも増えていくといった努力は必要

と考えているところでございます。
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〇委員長 飯澤明彦君 保健福祉部長。

〇保健福祉部長 中村一久君 地域福祉活動を進めていくというところで、地域において

お互いに思いやりを持って支え合う意識を高めると。私、高齢者の見守りのときに町内会

の皆様や民生委員の皆様に大変なご協力を願いまして、何とか取組を進めてきたときには、

市でできることについては市が責任を持ってやる、地域には負担をかけないような形をも

ってご協力をしてもらうということを、行政側がそういう意識を持って地域の方々と協力

して地域福祉を推進していくという、そういう姿勢を持って取り組んでいくことによって、

地域でお互いに思いやりを持って支え合うという、そういうことが醸成されるのではない

かとは思っておりますので、今後もこの１０年もこのような高齢者であったり子育てであ

ったりする事業を進めるに当たっては、行政でできること、地域の方々にご協力をしても

らうことということをはっきりとご説明して、それで行政が責任を持ってすることについ

ては、そのことを十分に地域の方々にお話をして取り進めていくと、そういったことが支

え合う意識を高めることにつながるのではないかと考えております。

〇委員長 飯澤明彦君 小黒弘委員。

〇小黒 弘委員 実は、高齢者の関係ということになっていたときに、私はたまたま民生

委員推薦会に入っていて、民生委員のなり手がない。多分今は、１地区に関しては民生委

員が決まっていないところがあるのだと思うのです。その民生委員さんたちの活動は、本

当に大変だと思っているのです。こんなところまで民生委員さんが動くのかというのが何

点かあります。それを１個１個言ってもあれなので、行政がまずやって把握して民生委員

さんに渡すだとか、それを民生委員さんが回っているということが実際あるのです。１個

だけ具体的に言うと、１０万円もらえたやつがあったではないですか。それで、どうして

も分からないところがうちの町内にあって、民生委員さんが町内会長の僕のところに来た

わけです。何で民生委員さん、そこまで動いているのかというのがあったのですけれども、

そういう例はまだまだ言おうと思えばあるのですが、これは幾ら何でも民生委員さん、ボ

ランティアみたいなお金でやっているので、なり手がいなくなってしまうかもしれないと

正直思うのです。今高齢化を物すごく肌身で感じるのだけれども、いっとき、たしか総括

でも言ったと思うのですが、見守り活動を一生懸命やって、全部名簿をしっかり持って、

それから個人の名簿もあって、町内会も一緒になって各戸をしっかりと把握していたはず

だったのですけれども、それがいつの間にか止まってしまっていて、更新がされていない

ままの状態になっているのです。この地域においてお互いに思いやりを持って支え合うと

いうことはとても大事だと思うのですが、実はうちの町内で高齢で独り暮らしをしている

人が自分で命を絶ったのです。運よくというか、その日のうちに発見をできたので、話題

にはならなかったのですが、もっと何日間か見つけてあげられなかったとすれば、新聞ネ

タになるのか、町内会長が申し訳なかったです、気がつきませんでしたと話をしなければ

ならなかったのだろうと思うのですけれども、でもそれってショックです。何日か前まで



－52－

は元気で暮らしているのです。確認できているのです。でも、年寄りは急に寂しくなった

り、もう人生いいやと思うこともきっとあるのだろうと思うのです。そのときに、本来支

えていなければいけない人が結構ショックを受けるのです。どこまで支えられたのだろう

か、どこまであの人のことを思ってあげられていたのだろうかと思うではないですか。こ

のことが１行とは、そんなに簡単ではないのです、実は。それを受けて動く人たちがボラ

ンティアでいるのです。その思いを行政にも知ってもらいたいのです。１行１行、大事に

して、地域コミュニティがうまく動けるようにしてほしいと思います。

〇委員長 飯澤明彦君 沢田広志委員。

〇沢田広志委員 私からは、児童育成環境の充実ということで、学童保育所待機児童数と

いうことで、これについては現状と課題の中でもそれぞれの学童保育所の状況も載せてい

ただいていますし、さらには待機児童数については最終目標もゼロということで、より一

層努力してもらいたいと思うのですが、そこでこれに関連する関係で聞きたいのは、５つ

の学童保育所があります。北光学童保育所は北光の老人憩の家を使われています。ただ、

空知太学童保育から中央学童保育所までは、現在各小学校の施設の一部を使ってやられて

います。これに関連してくるかと思うのですけれども、この１０年間の中で教育委員会で

は小学校、中学校の適正配置ということで今動いております。これの年間スケジュールと

か予定を踏んで考えていくと、この１０年間の中で小学校、中学校の適正配置が完了する

部分が出てくるのではないかと思っています。そういったときに、恐らく総合計画の最終、

三次だから残りの４年かな。この中でひょっとしたら子供たちが学童保育所に行きましょ

うといったときには、今現在の既存の学童保育所ではなくて、今度新しくできるであろう

学校の施設の一部を使っていくということになっていくのではないかと思う。今現在は各

地域においてやられています。小学校、中学校の適正配置で、最終的に一緒になるという

ことになったときはどういう形になってしまうのかと思うのです。というのは、先ほどの

数字の中でも総定員は１５０人を見ていますから、この中でも今のところは大丈夫ですよ

ということですけれども、今後この１０年間の総合計画ですから、この中でそういったい

ろいろな諸条件で変わってくる要素がある中での学童保育所の待機児童はどうなってくる

のかなと私は心配する部分あるのですが、この辺の考え方はいかがなのでしょうか。

〇委員長 飯澤明彦君 社会福祉課長。

〇社会福祉課長兼子ども通園センター所長 安田 貢君 現在ご指摘のとおり、５学童保

育所のうち４か所は小学校の中で開設させていただいております。教育委員会におかれま

しては、小中学校の適正規模、適正配置について基本計画を定められ、小学校については

今のスケジュールとして令和７年度から９年度ということも含めて基本計画には記載され

ていたところかと存じますが、今後教育委員会がその計画の進捗事業を進めていく中で学

童保育の所管部署としまして、今後その点については協議をさせていただけることを考え

てございます。
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〔何事か呼ぶ者あり〕

失礼しました。小学校は令和９年度から１１年度です。大変申し訳ございません。

〇委員長 飯澤明彦君 沢田広志委員。

〇沢田広志委員 この辺はまだ先の話ではあるのですけれども、そういったような計画も

教育委員会のほうで持っているわけですから、この辺のことというのはいろいろ兼ね合い

が出てくるのかな。恐らくこの状況でいくと、一次、二次、三次の三次の部分のあたりが

兼ね合いとして、三次は残りの４年間かと思います。そのときには、地域性もある学童保

育所の関係もありますから、これはしっかりとした対応をしていくことによって待機児童

ゼロということになっていくかと私は思っておりますので、今答弁もいただきましたけれ

ども、そのような形でしっかりとした調整というか、協議ということをしていただきたい

と思いますが、この辺り再度聞かせていただけないでしょうか。

〇委員長 飯澤明彦君 社会福祉課長。

〇社会福祉課長兼子ども通園センター所長 安田 貢君 教育委員会の規模、適正配置の

進捗の状況を私たちとしましてもそれに応じた形での将来的な学童保育所の形ということ

については、今後協議をさせていただきたいということで考えてございます。

〇委員長 飯澤明彦君 沢田広志委員。

〇沢田広志委員 分かりました。

このことについては、この１０年間の中での大きな動きのことでの形かなと思っていま

すので、このことについては終わります。

続いてなのですが、１―３の障がい者福祉の関係で４５ページなのですけれども、生活

環境整備の推進ということで、ここには市内公共施設バリアフリーに不満がある障がい者

の割合とか障がいを理由とする差別や嫌な思いをしたことがある障がい者の割合というこ

とで載っております。現状値と中間と最終目標値ということで、現状値については第５期

砂川市障害福祉計画の中のアンケート等も含めながら、この数字が現状として載っている

ということはこれを見て分かっております。ただ、このアンケートの内容、幾つか載って

いる部分を見させていただいておりますが今後、最終目標値がさらに、不満がある方が少

なくなるような努力をしていってほしいという意味合いからなのですが、その中の声の中

には、今まさに市長を先頭に経済界も含めて、ＪＲ砂川駅の地域交流センター側の駅改札

口という話もありました。というのは、エレベーターがないことによる不便さということ

があったり、あとは市役所の階段が足の悪い人にとっては不便ということで、これは新し

い庁舎が今後でき上がりますから、この辺はクリアしていくのだろうな。そういったこと

を含めていくと、より一層中間目標とか最終目標値というのは、不満のある方の数が少な

くなっていくのではないかと受け止めているのですけれども、この辺の数値は何を基にこ

ういう数字が出てきているのかと思うのですが、その辺の考え方あるのだったら聞かせて

いただけないでしょうか。



－54－

〇委員長 飯澤明彦君 社会福祉課長。

〇社会福祉課長兼子ども通園センター所長 安田 貢君 今回のバリアフリーについての

指標につきましては、現在の障害福祉計画の策定時の平成３０年２月に行ったアンケート

の結果、不満があるというお答えが１３％であったことから、この計画につきましては今

後とも策定時においてアンケートを実施していくという予定でありますので、まさに公共

施設、市役所はその一つとしまして、今後市役所でのバリアフリー化が新庁舎に伴う利便

性の向上が図れることによって不満というものは減っていくであろうという見込みの中、

現状の１３から最終的には７％程度にまでその割合が減っていくことを指標と定めさせて

いただいたところであります。

〇委員長 飯澤明彦君 沢田広志委員。

〇沢田広志委員 そういったものを含めながらやっていただきたいと思うのですが、今回

ここに出ている数値は、砂川市障害福祉計画のアンケートを基にということで、ただこの

アンケートの項目というのが、それぞれの障がいの度合いによって、それがトータルのも

のとして出てきているという数値かと押さえさせていただきました。というのは、障がい

の度合いは身体、知的、精神、難病、発達、高次脳機能児童、こういった障がいのある方

たちを含めた数字であるということで、恐らく、例えば先ほどお話をした庁舎の階段の関

係だとか、駅の関係だとかというのは、場合によっては身体的にどうしても不具合のある

方たちがそういう利用に当たっては難しいものを持っているのかなと思ったり、それ以外

の関係でもこの中には細かく載っていますから、より一層やっていただきたいと思います。

それで、ここの項目のもう一つ、障がいを理由とする差別や嫌な思いをしたことがある

障がい者の割合、これが先ほど言ったように、身体、知的、精神、難病、発達、高次脳機

能児童ということで、それの全てを合計した数字が５４．０％、これは嫌な思いをしたこ

とがある、少しあるといった方たちの数字であるということで、ここにも書いてあるので

すけれども、障がいがあることで差別や嫌な思いをしたことがあるかについて、ある、も

しくは少しあるが全体で５４％に対して、知的障害のある人、精神障害のある人は約６割

と高い割合を占めているということで、これを最終目標としては３０％にしていこうとい

うことでもあります。ただ、それぞれの思いの人方がいる中で、これは大変難しいところ

あるかと思うのですけれども、総合計画でありますから、最終的に１０年後、こういった

数字になるようにしていただきたいとは思うのですが、この辺の取組等について、考え方

を聞かせていただけないでしょうか。

〇委員長 飯澤明彦君 社会福祉課長。

〇社会福祉課長兼子ども通園センター所長 安田 貢君 差別や嫌な思いをしたことがあ

るというお答え、直近のデータでは５４％ということで、今回指標として設定させていた

だきましたのは、あるという方が５４％に対して、ないという方が３９％というところで、

これはぜひ逆転させていきたいということでの４０％、最終的には３０％という指標を設
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定させていただいたところでありますが、そのためには障がいを持つ方への理解の促進と

いったことが大切かと思っております。障がいを持つ方に関わる、例えば講演会も現在委

託の上実施しておりますけれども、そういった機会を通じまして市民の方に障がいを持つ

方への理解促進の普及啓発は今後とも進めてまいりたいと考えてございます。

〇委員長 飯澤明彦君 沢田広志委員。

〇沢田広志委員 最終的に、せっかく総合計画で最終目標値設定もされております。これ

に向かって、少しでも近づくような形での努力をしていただきたいということをお話をし

て終わります。

〇委員長 飯澤明彦君 中道博武委員。

〇中道博武委員 １点だけお伺いしたいと思います。

高齢者福祉の関係でお願いしたいと思います。端的に高齢者福祉、福祉住宅ということ

で聞きたいと思いますが、介護をされる方、介護サービスを受けられる、元気な高齢者は

それぞれサークル活動だとかということで支援されています。その中間にいる方、年を重

ねるにつれて行動範囲が狭くなります。そうしますと、横の動きは動けるけれども、縦の

動きがしづらい。要は、階段を上がったりなんかするの大変だという高齢者が多くなって

きました。そして、免許の返納だとかということで行動範囲が狭まってきます。そのとき

に高齢者が要望されているものは、買い物ができるお店が近いところ、そして病院が近い

ところ、あるいはバス停が近いところ、そういうところのバリアフリーになっているよう

な住宅に住みたいというのが今まで私は経験の中で相談に乗った市民からの声であります。

そういったことから、そういう福祉関係から住宅の整備ということは、福祉という立場か

らどのようなお考えをしているのか伺いたいと思います。

〇委員長 飯澤明彦君 保健福祉部長。

〇保健福祉部長 中村一久君 委員さんおっしゃるように、認知症等で運転免許を返納す

る方を中心に買い物に行けなくなったとか、あと病院に通うのが大変になったという方が

いらっしゃる。そういうことは伺っているところでございますし、予約型の乗り合いタク

シーというものもございますので、その部分については、所管が違いますけれども、高齢

者サイドとしても制度はお知らせをしていきたいと思いますが、住宅ということになりま

すと、高齢者に特化した部分での住宅を新たに建設するといいますか、整備するというこ

とは、今のところの考えとしては高齢者サイドでは持っておりません。それを代替するよ

うな、そういう政策があるのであれば、それは今後も考えてはいきたいとは考えておりま

すが、今のところ高齢者向けのバリアフリーの住宅を新たにという、そういった考えは現

時点では持ち合わせていないところであります。

〇委員長 飯澤明彦君 中道博武委員。

〇中道博武委員 分かりました。

突っ込んで聞いていくと住宅のほうになってしまうので、これで終わりたいと思います
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けれども、年を重ねるたびに、第６期では大体高齢者率３０％、第７期では４０％近くな

ってくるということで、２０２５年問題だとかということで大変後期高齢者も増えてくる

中で、やはり１人で、あるいは高齢者の方が生活する上で生活環境の中で不便を感じてい

るというのが現状だと思っております。ですから、たまたま市営住宅の中にはなかなかエ

レベーターがない、古くなっている。４階、５階ともなると、そこまでは高齢者の方はま

ず上がれないだろうという形で、できるだけ１階だとかという要望があります。ただ、そ

れぞれの人に介護施設でなくて、自分たちで生活する上で行動範囲というのは狭まってき

ますので、そういったことも今後考えていただかなければ、福祉のほうにつながっていか

ないのかなと。自分も高齢者の一人としてそういう生活の環境というのもこういう計画の

中に入れていただければと思いますけれども、将来的には一切考えられないのかどうか、

その点だけお伺いします。

〇委員長 飯澤明彦君 保健福祉部長。

〇保健福祉部長 中村一久君 将来的にということのご質問でございますが、どの程度の

将来的なという部分もございますが、高齢者の生活の利便性を確保するという意味では、

委員さんおっしゃるとおりお店や病院に近い住宅を新たに建設するということもございま

すけれども、そのほかにも生活支援のサービスを充実させるような取組もあろうかと思い

ますので、高齢者のサイドとしてできる範囲でそういった取組については今後も検討して

まいりたいと考えております。

〇委員長 飯澤明彦君 他にご発言ありませんか。

〔「訂正をお願いしたいのですが」との声あり〕

訂正をお願いします。

社会福祉課長。

〇社会福祉課長兼子ども通園センター所長 安田 貢君 大変申し訳ございません。

先ほど私、学童保育所の定員で北光３０で、ほかの４か所が４０ですので、１５０と申

しましたが、１９０の誤りでございます。大変申し訳ございませんでした。

〇委員長 飯澤明彦君 他にご発言ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

続きまして、施策１―５、健康、施策１―６、医療、施策１―７、社会保障制度につい

ては、後日、次回に行いたいと思います。

本日の委員会はこれで散会いたします。

散会 午後 ３時０６分
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